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１ はじめに：検討会開催の背景

・個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律（令和２年改正法）附則におい
て、「個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を
活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況
について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるもの
とする。」と規定。附帯決議では課徴金制度の導入について引き続き検討を行うこととされた。
・令和２年改正法は、令和４年４月１日に全面施行（同日付で「個人情報の保護に関す
る基本方針」についても一部変更された。）。

(1)検討会開催の背景

①令和２年個人情報保護法の施行といわゆる3年ごと見直し

・新個人情報保護法の施行状況について検討した上で、令和５年11月よりいわゆる3年ごと
見直しの検討を開始し、令和６年６月27日に「中間整理」を発表（～7月29日まで意見
募集を実施）。
・中間整理において、「課徴金、団体による差止請求制度や被害回復制度については、事業
者、個人それぞれに与える影響が大きく、今後とも一層の意見集約作業が必要と考えられるこ
とから、ステークホルダーと議論するための場を設け、令和６年末までを目途に議論を深めてい
く」、意見募集終了後も「ステークホルダーと継続的な議論を行っていく」、「更なる検討項目の
追加等については・・引き続き検討する。」とされた。

②中間整理の発表
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（参考）いわゆる３年ごと見直し規定に基づく検討

〇個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律
（令和２年法律第44号）

※令和４年４月１日全面施行
附 則

第十条 政府は、この法律の施行後三年ごとに、個人情報の保護に
関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を
活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、新個人情
報保護法の施行の状況について検討を加え、必要があると認める
ときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

高度情報通信社会の進展に伴い集積される個人情報の利活用に際し、個人の権利利益の保護を図りな
がら個人情報の利活用を行うことが、より良い社会環境の発展のために一層重要な課題になっていること
を踏まえ、政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。

八 違反行為に対する規制の実効性を十分に確保するため、課徴金制度の導入については、我が
国他法令における立法事例や国際的な動向も踏まえつつ引き続き検討を行うこと。

〇個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
（令和２年６月４日参議院内閣委員会）（抜粋）
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個人情報保護法いわゆる３年ごと見直しに係る検討の中間整理：個別検討事項

１ 個人の権利利益のより実質的な保護の在り方

２ 実効性のある監視・監督の在り方

３ データ利活用に向けた取組に対する支援等の在り方

➢課徴金、勧告・命令等の行政上の監視・監督手段の在り方
➢刑事罰の在り方
➢漏えい等報告・本人通知の在り方

➢本人同意を要しないデータ利活用等の在り方
➢民間における自主的な取組の促進

➢個人情報等の適正な取扱いに関する規律の在り方
（要保護性の高い個人情報の取扱いについて（生体データ）、「不適正な利用の禁止」
「適正な取得」の規律の明確化）

➢第三者提供規制の在り方（オプトアウト等）
➢こどもの個人情報等に関する規律の在り方
➢個人の権利救済手段の在り方

（令和６年６月26日 第292回個人情報保護委員会資料(委員長預かり修正後資料））

４ その他
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１ はじめに：意見募集の結果等も踏まえた検討

・中間整理の意見募集においては、幅広い方々から多様なご意見が寄せられた。
・個人情報保護法の目的である個人情報の有用性を実現しつつ実質的な個人の権利利益
の保護を実現するため、情報通信技術の高度化が進む中で大量の個人情報を含むビッグ
データを利活用するビジネス・サービスやプロファイリングの利用も広がり、プライバシーを含む個
人の権利利益が侵害されるリスクも高まる等状況の変化を踏まえた規制のアップデートが必要。
・「課徴金及び団体による差止請求制度や被害回復制度」については、「個人情報保護法
のいわゆる３年ごと見直しに関する検討会」において議論・検討を深化。その他の主要個別
論点については多様なステークホルダーとしっかりと対話をしつつ議論。より包括的なテーマや
個人情報保護政策全般についても継続的な議論に向けて検討に着手することとされた。

・「中間整理」に示した具体的な検討事項に関する議論に際して、デジタル社会の進展やAIの
急速な普及をはじめとした技術革新や社会実装の動向等も考慮し、制度の基本的なあり方
に立ち返った議論を行うべきであるとの意見も出されたこと等を踏まえ、これを幅広いステークホ
ルダー等の間で再確認し、短期的及び中期的な検討の基礎とする。
・そのために、個人情報保護政策が踏まえるべき基本的事項について、有識者を含む幅広い
ステークホルダーからヒアリングを行い、共通の視座や今後の課題を確認。

①「中間整理」に関する意見募集結果と「今後の検討の進め方」の発表

(2)意見募集の結果等も踏まえた検討

②検討の充実に向けた視点
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（参考）パブリックコメント結果の概要

１ 実施期間 ： 令和６年６月27日(木) から同年７月29日(月)まで

２ 意見提出者数及び提出意見数
（１） 意見提出者：

〇 各種団体・事業者 72者（うち団体43者、事業者等29者）
〇 個人（匿名含む。） 1,659者

（２） 提出意見数：              合計2,448件 ※ 本中間整理と関係が無いと考えられる意見14件を除く。

特に意見の件数が多かったもの

本人同意を要しないデータ利活用等
               （うち生成AIに関するもの

1,560件
1,486件）

こどもの個人情報等 150件

生体データ 120件

不適正利用/適正取得 92件

漏えい等報告 67件

課徴金 52件

個人の権利救済手段 48件

「４ その他」について 48件

オプトアウト等 47件 6



（参考）今後の検討の進め方
（「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理」意見募集結果を踏まえて）

⚫ 意見募集（6/27～7/29）においては、団体・個人を問わず、幅広い方々から多様なご意見が寄せられたところ。
※ 1,731の団体・事業者（うち団体43者・事業者等29者）又は個人（1,659者）の方々から延べ2,448件。

⚫ 個人情報保護法の目的である、個人情報の有用性を実現しつつ、実質的な個人の権利利益の保護を実現するためには、情報通信
技術の高度化が進む中、大量の個人情報を含むビッグデータを利活用するビジネス・サービスやプロファイリングの利用も広がり、プライバ
シーを含む個人の権利利益が侵害されるリスクも高まっており、このような状況の変化を踏まえた規制のアップデートが必要。

課徴金、団体による差止請求制度
や被害回復制度

その他の主要個別論点
より包括的なテーマや
個人情報保護政策全般

◆ 「個人情報保護法のいわゆる３年ごと
見直しに関する検討会」において議
論・検討を深化

◆ 意見募集の結果も踏まえ、企業や団
体、関係省庁や地方公共団体含め、
多様なステークホルダーとしっかりと対話
をしつつ、個人情報保護委員会におい
て透明性が高い形で議論

◆ 透明性のある形で関係の深いステーク
ホルダーと継続的に議論する場を新た
に設けることについて、具体的に検討に
着手

関係府省との連携強化 国際連携の強化

◆ グローバルな動向や最新の技術動向を踏まえた「デジタル
戦略」、「データ戦略」や「サイバーセキュリティの強化」 に
向けた関係省庁における検討状況を十分に踏まえ、個人
情報保護委員会としても適切に必要とされる検討を継続
的に推進

◆ 防災DXや教育DX・こどものデータの取扱い、医療データ
などの分野でもそれぞれの関係府省と継続的に連携

◆ EUとの間で2019年1月に相互認証の枠組みが発効。
2023年4月に最初のレビューが終了。更に令和３年
（2021年）個人情報保護法改正の全面施行（令和
５年（2023年）4月）を踏まえ、従来の民間部門に
加えて、学術研究分野・公的部門についても対象とした
相互認証の枠組みの発効に向けて協議を継続

◆ 新たに発足したグローバルCBPR（Cross-Border 
Privacy Rules） の枠組みも推進
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（参考）デジタル化の進展に対応した個人情報保護法のアップデート
個人情報保護法の構造

事後チェック型の
仕組み

必要最小限度の規
律を定める一般法

デジタル化の進展などの環境変化

「個人データ」に
着目した規律

本人関与による
適正な取扱いの確保

事業者内における
適正な取扱いの確保

制度の基本的在り方

直ちに対処すべき課題

デジタル化による新たな利活用のニーズ

中間整理に対して寄せられた幅広い御意見
課徴金、団体による差止請
求制度や被害回復制度

より包括的なテーマや個人情報保護政策全般

「個人情報保護法のいわゆる３
年ごと見直しに関する検討会」に
おいて議論・検討を深化

意見募集の結果も踏まえ、企業
や団体、関係省庁や地方公共
団体含め、多様なステークホル
ダーとしっかりと対話をしつつ、個
人情報保護委員会において透
明性が高い形で議論

透明性のある形で関係の深いステークホルダーと継続的に議論す
る場を新たに設けることについて、具体的に検討に着手

個人情報保護政策が踏まえるべき基本的事
項についての議論を開始、視座を確認
（事務局においてヒアリング等を開始）

事業者の
ガバナンスを基礎

こども、生体データ、リスクに応じた
漏えい等報告、統計等利用、
契約履行等に係る特例

「・・・個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」

デジタル化による新たなリスク

※個人情報保護法第１条

その他の主要個別論点
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１ はじめに：意見募集の結果等も踏まえた検討

・Society5.0等の観点も踏まえ、個人の信頼、トラストを前提として個人データの利活用を妨
げない点は必要不可欠な要件。まず我が国デジタル経済社会の在り方を見据えて全体的な議
論を行った上で、現状や課題認識を踏まえて議論を詰めていくことが必要か。これに対し、個別
論点についても検討を進め、全体的な議論に織り込んでいくべきという考え方についてどう考える
か。

・データ戦略、データの利活用全体の推進と、その中でも特に重要である個人データ、個人に関
連する情報の保護というものの関係をどのように調整、調和させていくかを考慮した上で、本検討
会の設置の目的も踏まえ検討をしてはどうか。

・課徴金制度や団体による差止請求・被害回復制度も含めた個人情報保護制度に係る各論
点について、どのように検討を進めるべきか。

関連御意見：

◼ Society 5.0 for SDGsの実現に向けて、個人の信頼・トラストを前提として、個人データの利活用を
妨げないためにどうすべきか、という点が必要不可欠な要件。デジタル社会における個人の権利利益
の保護並びに利活用に関する俯瞰的な議論を深めることが必須。まず、我が国デジタル経済社会の在
り方を見据えて、ホリスティックに全体的な議論を行った上で、現状や課題認識を踏まえ、議論を詰
めていくことが必要。また、検討会の取りまとめ報告書がまとめられるのに加え、これから設置され
る「関係の深いステークホルダーとの透明性・継続性のある議論の場」を踏まえ、課徴金や団体訴訟
制度についても導入如何を判断するのか。各々独立した形ではなく、関係の深いステークホルダーと
透明性・継続性のある議論の場をきちんと開催し、その結果も踏まえながら、この検討会での報告書
に反映されるよう、ぜひ緊密に連携していただきたい。【日本経済団体連合会・第５回意見】

③本検討会における検討において考慮すべき事項
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１ はじめに：意見募集の結果等も踏まえた検討

関連御意見：

◼ 中間整理の「その他」で個人情報等に関する概念の整理という根幹の論点があった。その基礎的な議論から固め
た上で、各論の議論をすべき。今回の事務局資料の中で、包括的な議論と各論の議論を並行して進めることが示
されたが、一個一個議論を深めるための前後関係、基礎的な部分があっておのずと判断基準が明確になる又はそ
の議論が建設的になる部分がある。その辺りの関係性や前後関係といった部分をより配慮して進めていただきた
い。【若目田構成員・第２回意見】

◼ 基本的なことを検討しなければ、今ある問題を検討することはできないとか、すべきではないということが考え
にあるのであれば、それは反対。デジタル化、グローバル化の中で喫緊に必要なことだと思うので、同時に進め
ていただかないわけにはいかない。消費者がデジタル化の中で情報をどうやって利用され、かつ自分のほうに還
元されるのかということが、きちんと制度として回るようにしていただきたい。【全国消費生活相談員協会・第
５回意見】

◼ データ戦略あるいはデータの利活用を全体として進めていくことと、その中でも特に重要である個人データある
いは広げて言えば個人に関する情報の保護というものの関係をどのように調整、調和させていくかが、この３年
ごと見直しでの個情法の議論、とりわけ重要な法執行手段をめぐるこの検討会の主たるアジェンダ、課徴金制度
をめぐる議論において重要な論点である。この検討会の設置の目的、あるいは専門的な知見・様々な角度から議
論を精力的に検討する点で、あまり議論が散漫になり過ぎてもいけない。【宍戸座長代理・第２回意見】

◼ データ戦略全体がこうだから個人情報もこうだということはあると思うが、逆に個人情報がこうだからデータ戦
略全体もこうだという方向の議論もあるだろう。個人情報はデータの中でも重要な位置を占めており、これは利
活用側からも保護側からもそうだと思うので、両方向の議論の進め方をしていただく必要があるのではないか。
その際、個人情報に関する専門性が非常に重視されるので、その点を踏まえてここで検討し、データ戦略全体の
ほうに織り込んでいくという順番には全く問題ないものと理解している。【森構成員・第２回意見】

③本検討会における検討において考慮すべき事項（つづき）
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２ 課徴金制度について

【検討に係る前提条件】
(1)課徴金制度を検討する立法事実
(2)適正なデータ利活用への影響について
(3)国内他法令における課徴金制度との関係
(4)外国制度との関係

【想定される制度】
(1)想定される対象行為
(2)算定方法
(3)その他
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２ 課徴金制度について：検討に係る前提条件

・個人情報保護法において課徴金制度を検討する立法事実があると言えるか。 

・現行制度における監督規定（「勧告」・「命令（緊急命令含む）」・「刑事罰」）をまずは
最大限活用すべきではないか。現行制度における監督規定のみでは、経済的誘引が大きい
場合の違反行為を十分に抑止できないのか。 

関連御意見：

【立法事実】

◼ 立法事実がどこにあるか、そもそもそれは法律改正で対応するべき課題なのかといった前提から
十分に議論が尽くされていない。【新経済連盟・第２回意見】

◼ 具体的な事例やそれに基づいて建設的な議論を行うことに異論はない。ただ、経済界として強調
したいのは、立法事実が重要であるということ。現行の法制度で足らざるところ、課徴金がない
がゆえに、エンフォースメントが十分ではない、効果がない、法目的が果たされないという点を
明らかにした上で、具体の議論に入るのが本筋。まずは立法事実を明確にお示しいただきたい。
【日本経済団体連合会・第２回意見】

◼ 課徴金制度の議論にあたっては、次の点に留意しながら、くれぐれも慎重かつ丁寧に議論いただ
きたい。第一に、本当に守るべき法益は何か。第二に、それは現行の個人情報保護法や、例えば
刑法も含め他の法体系の下で取り得る措置の執行強化ということでは果たして担保できないのか。
第三に、経団連がかねて標榜するSociety 5.0 for SDGsという視座。この国のデジタル社会を構
築する観点から申し上げてきたように、個情法第１条に明記されている「新たな産業の創出並び
に活力ある経済社会」という法目的を阻害することはないか。【日本経済団体連合会・第４回意
見】

(1)課徴金制度を検討する立法事実
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２ 課徴金制度について：検討に係る前提条件

関連御意見：

【立法事実（つづき）】

◼ 制度を入れてやったつもりになるより、きっちりできることをやってその効果を確認して、それ
を制度化していただきたい。慎重に立法事実と中身の分析を重ねていただきたい。そこをないが
しろにしてつくった制度は、結局空振りする。【日本IT団体連盟・第３回意見】

◼ 著しい違反行為が行われても個人情報保護法には違反行為者が得た不当利得を吐き出させる仕組
みがないため、現状、違反行為を行った事業者のやり得状態となっている。この現状は課徴金制
度導入の立法事実といえると考える。【主婦連合会・第３回意見】

◼ 課徴金があることで狙われないのではなくて、狙われにくいということは合理的に想像できる。
立法するときに具体的な事実があればもちろんいいが、合理的に想定できるリスクを考えるのも
立法事実。【中川構成員（プレゼン）・第４回意見】

◼ システム上、セキュリティが高いレベルできちんとしていても、これまでの事案の状況を見ると、
人為的ミスであったり、研修の不足であったり、個人情報に対する理解不足であったり、故意に
行うような人の問題があったり、そういったところから、消費者に様々な不利益がある。そうし
たときに、消費者から見ると、直接的な金銭的被害の額が自身でも算定できないし、証明するこ
ともできないことがとても多い。今後どうしたらいいのか、私にどういう問題が降りかかってく
るのか、というようなことは相談として非常に多く寄せられている。それはその企業に対しての
信頼低下にほかならない。課徴金制度において、消費者に直接金銭的な被害回復のためにお金を
返すということは、個情法に関しては難しいのではないかと思うが、それでも損害賠償してほし
いとか、慰謝料がほしいとか、そういう気持ちは非常に大きくあり、同種のことを行わせてはい
けないということを社会に対してきちんとアピールするためにも、必要な制度であると考える。
【全国消費生活相談員協会・第５回意見】

(1)課徴金制度を検討する立法事実(つづき）
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２ 課徴金制度について：検討に係る前提条件

関連御意見：

【現行の監督規定との関係】
◼ 課徴金を課す前に、そもそも適切に使われていない個人情報、事業を止めるということが先決。

そのために現行制度に足りない部分がないのかということと、そのために必要であれば、個人情
報保護委員会の権能をどのように拡張すればいいのかということを、まずもってきちんと事例の
分析をベースに検討することが手順としては最初。【日本IT団体連盟・第３回意見】

◼ 緊急命令という使われていない武器が今もあるということが分かった。【新経済連盟・第３回意
見】

◼ （一部再掲）著しい違反行為が行われても個人情報保護法には違反行為者が得た不当利得を吐き
出させる仕組みがないため、現状、違反行為を行った事業者のやり得状態となっている。この現
状は課徴金制度導入の立法事実といえると考える。悪質な違法行為から得た利益を剥奪できる課
徴金制度の導入は、法令を遵守する事業者にとっても望ましいことではないか。意図的に悪質な
違反行為を行うような事業者に課徴金を課すことが、なぜ一般の事業者を萎縮させる制度（経済
団体の御意見）と捉えられるのか理解できない。課徴金制度の導入は個人に深刻な被害を与える
悪質な違反行為の防止にも役立つ。【主婦連合会・第３回意見】

◼ 刑事告発や罰金で対応できるのではという話があったが、もちろん罰金は刑罰であり、課徴金と
目的が異なり、不当な利得を奪還するためのものではなく、また立件されるかどうかも分からな
い。【森構成員・第３回意見】

(1)課徴金制度を検討する立法事実(つづき）
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２ 課徴金制度について：検討に係る前提条件

関連御意見：

【現行の監督規定との関係(つづき）】
◼ 措置命令と課徴金は、非金銭的と金銭的というところでパワーが違う。そういった意味で別の手

段であり、措置命令が課徴金の既存のツールになるかというと、業務改善命令の部分で多少重な
るけれども、その程度という関係。したがって、措置命令が十分使われているか・いないかとい
うことが課徴金の導入に関係してくるかというと、そこは違うのではないか。措置命令を使い尽
くしても課徴金の代わりになるわけではない。課徴金の議論の際に、勧告・命令がたくさんあっ
たということは、結局それだけ違反がたくさんあったということの証拠以上のものではない。ま
た、措置命令というのは行政指導も多くあり、要するに背後に隠れたもの。日本では正式な命令
まで行くことはかなり少ないと思われるところ、勧告・命令等の件数を示す資料は、違反がどれ
だけあるかという資料にはなっても、課徴金が要らないという資料にはならない。どのように措
置命令を使うかということと、抑止のために課徴金が必要かというのは次元の違う話なので、関
連させる必要がない。【中川構成員（プレゼン）・第４回意見】

(1)課徴金制度を検討する立法事実(つづき）
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・個人情報保護法への課徴金制度の導入によって、適正なデータの利活用に悪影響を与え
るおそれがあるのではないか。どういう場合に課徴金で抑止効果を上げることが想定されるか。
課徴金の対象範囲を限定したり、どのような利用は適法であるかより明確化すべきではないか。

・認定個人情報保護団体や業界団体における自主的な基準・取組をどのように考慮すべき
か。共同規制等の手法についてどのように考えるか。

関連御意見：

◼ 経済的誘引が大きい場合に課徴金を課すことで効果を上げられるものは何かという点について、
仮に今後課徴金を入れるとしてもその範囲を考えなくてはいけないが、我々が心配しているのは、
現状の説明内容が広く漠然としていて、萎縮効果があるのではないかという点。【新経済連盟・
第３回意見】

◼ 事務局の示した方向性では課徴金の対象が限定され、対象条文も限定列挙されているように考え
られる。これに対して諸外国の制裁金の仕組みを見ると、対象行為が比較的広く、当局の裁量的
判断に委ねられるケースも見られる。課徴金制度については経済団体より萎縮効果の問題が指摘
されていたが、この方向性を見る限りは、諸外国の場合と比べて対象が注意深く限定されており、
さらに細かく丁寧な議論は必要なものの、萎縮効果への配慮がなされていると考えられるのでは
ないか。【山本構成員・第３回意見】

(2)適正なデータ利活用への影響について

２ 課徴金制度について：検討に係る前提条件
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関連御意見：

◼ 課徴金の対象範囲をしっかり限定し、額の算定について、例えば報告をしっかりしたとか、経済
的な利得を戻したというような誠実な対応を行った事業者については減額するような、しっかり
とした制度設計をすれば、真に悪質な行為を抑止するだけで、適法な行為に対する萎縮効果には
あまりならないように感じる。むしろ、悪質な行為に適切に課徴金を課すことで適法な行為をエ
ンドースして、健全なデータ利活用を促す意味を持つように思う。【山本構成員・第４回意見】

◼ 適法な行為に対する萎縮を予防する方法が２点。１つはそもそも適法かどうかをはっきりするこ
と。これは課徴金の問題ではなく、実体的ルールが明確かどうかによる。ガイドラインの策定、
共同規制などの工夫が可能で、実体ルールが明確であれば、そもそも適法な行為について萎縮効
果など起きるはずがない。加えて、適法か違法か曖昧な場合、グレーゾーンは絶対に出てくる。
その場合、仮に違法となったとしても、返金をしていればその分だけ課徴金は減るのかといった
制度について、どの法律も課徴金については非常に明確に制度設計を必ずしており、その点は明
らかになると思う。グレーゾーンで萎縮効果が起きるのは世界共通の話。法である以上仕方がな
い部分であり、そうではないところについては共同規制等の方法も全部使って不当な萎縮効果が
ないようにするべき。【中川構成員・第４回】

(2)適正なデータ利活用への影響について(つづき）

２ 課徴金制度について：検討に係る前提条件
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関連御意見：

◼ そもそも課徴金を入れることによって何を期待するのか、その場合にどういう事例や類型が考え
られるのかというところの整理がまだ終わっていない。前回もいろいろな方から悪質性という話
が出たが、どこに悪質性を見いだすのか、それと経済的利得の関係はどういうことになっている
のか。その場合、経済的利得はどうやって計算すべきなのかという論点があると思う。まだそこ
の話がまとまっていない感じがするので、まずはそこをきちんと整理すべきなのではないか。そ
の上で、経済的利得とは何なのかという点が、まだ認識が一致していない気がしている。【新経
済連盟・第５回意見】

◼ 我々は結局萎縮効果を懸念しているわけだが、課徴金の対象について、重い処分が科され得るも
のに限定するという点について、結局その中身を具体的にどういうメルクマールで悪質性を考え
て、違反の抑止効果を望みたいのであれば思いとどまる機会をどうやってつくり出すかというこ
とだと思うが、今まで挙げられたものだと結構範囲が広く、どういう場合に課徴金が課されるの
か、どの時点で気をつけたらいいのかというところが分からず、広すぎるし萎縮効果が生まれて
しまうと思っているので、どういう場合に課徴金で効果を上げていくのかというところをもう少
し議論しないと、その先に行けないと感じた。【新経済連盟・第５回意見】

◼ 違法性の観点など、何かが見えにくい状態にあるから先に進めないのではないか、そこをまずや
らなければいけないのではないかという経済界からの発言について、少し堂々巡りになっている。
次のステップに進むべきではないか。きちんとしたグローバルなスタンダードレベルにおける個
人情報の保護が担保された上で、事業活動がなされていくという世界に向けて議論が具体的に進
んでいくことを望む。【主婦連合会・第５回意見】

(2)適正なデータ利活用への影響について(つづき）

２ 課徴金制度について：検討に係る前提条件
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・国内において、独占禁止法（公正取引委員会所管）、金融商品取引法、公認会計士
法（金融庁所管）、不当景品類及び不当表示防止法（消費者庁所管）、医薬品、医
療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（厚生労働省所管）におい
て課徴金制度が導入済。スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促
進に関する法律（公正取引委員会所管）において課徴金制度の導入準備中。
・課徴金は、刑事罰等に加えて、行政上の措置として賦課される。不利益を増大させ経済
的誘引を小さくすることにより、違反行為を抑止することが目的。（事後チェック型を志向する
現代の市場経済社会において重要な法執行上の役割を果たしているとの指摘もある。）
・国内他法令における課徴金制度の状況はどうか。 課徴金制度の導入により、事業活動に
おける萎縮効果や混乱などが見られているか。

関連御意見：

【国内他法令における課徴金制度の状況】

◼ 景表法において課徴金制度が強化されたことは周知のこと。景表法は全ての事業者に課される制
度だが、今に至ってそれによる混乱があるとは聞かない。課徴金制度を導入しているほかの法律
でも同様ではないか。【全国消費生活相談員協会・第３回意見】

(3)国内他法令における課徴金制度との関係

２ 課徴金制度について：検討に係る前提条件
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・課徴金制度は個人情報保護法と親和的か。 課徴金制度は対象とする法分野が限定され
てはいない。将来の違反抑止をすることが重要か、そのために金銭的措置が効果的かどうか。

・課徴金制度を導入する際に必要となる執行機関の権限や執行体制の在り方についてどう考
えるか。課徴金のために、通常の行政調査権限、質問検査権や物件提出命令、報告命令等
で十分であるか。適切な制度運用に向けて、どのような執行体制が必要となるか。

関連御意見：

◼ 他の課徴金制度を導入している法律は、いわゆる経済法ばかり。比較する法律も間違っている。き
ちんと整理し比較を丁寧にすべき。【日本IT団体連盟・第３回意見】

◼ 経済法であれば課徴金がフィットするという話ではなく、その法律で定めるルールに違反すること
により経済的利益が一定程度上げられることが類型的に想定されるようなものであれば、課徴金が
フィットする。経済法でなければ課徴金が入れられないということではない。【森構成員・第３回
意見】

◼ 課徴金制度は、個人情報保護法に限った話ではなくて、ほぼ全ての法令に親和的。法分野によって
合う・合わないものがあるわけではない。仮に経済法に親和的だという立場に立つとしても、恐ら
く経済法と呼ばないと思われる薬機法や公認会計士法に課徴金はあるし、加算金・加算税というの
は国税徴収法・地方税法であるが、これも経済法とは普通呼ばない。地方自治法における過料など、
全て経済法とは読めないと思うが、課徴金ないし課徴金相当の制度が入っており、特に法分野が限
定されるわけではない。また、経済法という言葉自体非常に多義的で、あまり確立した語義もない。
【中川構成員（プレゼン）・第４回意見】

(3)国内他法令における課徴金制度との関係（つづき）

２ 課徴金制度について：検討に係る前提条件
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関連御意見：

◼ 個人情報保護法と課徴金はとても親和的。まず、パーソナルデータをきちんと管理するとお金が
かかるため、きちんと管理しない、あるいはうっかりして管理していなかったということになる
と、安いコストで儲かるという経済的誘因を伴った違反誘引が高いといえる。それから被害回復
が非常に困難。一度流出すると元に戻ることはないという意味で、抑止をすることが非常に重要
で、事後的な措置では十分ではない。さらに、将来の違反抑止として非金銭的な業務改善命令だ
けで本当にそれが効くのであれば課徴金は不要になるが、様々な意味で、経験的には改善命令は
あまあり効果がない。ある会社が改善命令を受けても別の部署でまた起きる、あるいは新規モデ
ルを開発するときに忘れてしまう、措置命令と関係ないということを言われてしまう、組織分割、
外部委託等々、ビジネスの動きが激しい中で、業務改善命令があったからといって全社的にきち
んとやるかというと、なかなかうまく組織は動かない。経営層にこれは非常に困る、抑止しなく
てはいけないということを意識してもらうためには、金銭的な違反、損をしたという感覚を持っ
ていただくことが非常に重要。【中川構成員（プレゼン）・第4回意見】

◼ 独禁法の場合、独禁法を監督して施行している公正取引委員会の権能が全然違っており、彼らは
違反事例に関して捜査権限を持っている。そういう体制があって運用ができている。【日本IT団
体連盟・第３回意見】

◼ 犯則調査権限と課徴金は無関係であるという交通整理をしておきたい。直罰規定について犯罪捜
査をする権限を行政職員に与えている場合は公取のように犯則調査と呼ばれ、個情委にはそうい
う犯則調査権限がない。これは警察、ないしは検察官が刑事捜査を行う部分であり、そこから指
摘されることは検察官による起訴につなげていくもので、課徴金とは関係がない。課徴金は通常
の行政調査権限、質問検査権や物件提出命令、報告命令等に基づいてかけるもの。これは全ての
法律がそのようになっている。【中川構成員（プレゼン）・第４回意見】

(3)国内他法令における課徴金制度との関係（つづき）

２ 課徴金制度について：検討に係る前提条件
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・諸外国においては個人情報保護法制において制裁金制度を導入している場合が多いこと
についてどのように考えるか。 日本企業のパフォーマンスやイノベーションへの影響等はどうか。
グローバルな競争条件、日本の制度の国際的な立ち位置やトラストへの影響はどうか。

関連御意見：

◼ 「経団連はグローバルにビジネスを展開する中にあってなぜ反対するのか」というご質問につい
て。経団連で2019年にB20東京サミット、昨年もB7東京サミットを開催したが、G7を構成する各国
経済界、事業者、経団連にコンタクトしてくる在京大使館等の政府関係者から「日本に課徴金が
ないがゆえにデータ移転が起こらない」といったことを聞いたことは全くない。課徴金を入れる
か否かのみに焦点が集中しているがために二項対立に陥っているのではないか。
消費者の利益を含め本当に守りたいものを議論する際、課徴金導入を目的化し、過度に縛られる
ことによって、角を矯めて牛を殺すことになりかねない。また、日本企業のビヘービアが欧米の
それと相当異なるにもかかわらず、「欧米で問題ないから日本でも大丈夫」と言い切るところ、
得心できない。【日本経済団体連合会・第４回意見】

◼ 課徴金制度は比較法的に見るとごく当たり前の制度。【中川構成員（プレゼン）・第４回意見】
◼ 日本企業のパフォーマンスへの影響を経済界が懸念しているが、グローバルには同じ競争条件で、

課徴金も含めた違反抑止はどの国でもやっている。その中で企業はイノベーションを実現してき
ており、日本企業だけができないというのはよく分からない。課徴金のない日本の個人情報保護
法の世界がこのまま続くと、日本の個人情報は世界の狙い目になるということは必至ではないか。
そうするとせっかく優良企業がコストをかけて個人情報を管理しても、それをしない国内外の悪
質な事業者に個人情報をいいように使われ、真面目な事業者が損をすることになりかねない。い
ずれの観点から見ても課徴金制度を導入してグローバルに同じ競争条件にしておくことが、日本
企業にとってもいいのではないか。【中川構成員（プレゼン）・第４回意見】

(4)外国制度との関係

２ 課徴金制度について：検討に係る前提条件
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関連御意見：

◼ 課徴金があることで狙われないのではなくて、狙われにくいということは、人間の心理として合
理的に推測できる。それが合理的に推測できないというのであれば、その合理的に推測できない
理由を説明すべき。【中川構成員・第４回意見】

◼ 立法事実論もとても重要だと思うが、将来の日本の国際的な立ち位置や、トラストへの影響に関
する考慮も重要。G7など先進国の多くは課徴金を科していく、あるいは科している中で、日本だ
けがこれを科していないということが、国際的に誤った負のメッセージを送ることにつながって
しまうのではないか。要するに個人データの取扱いに関する悪質な行為にも課徴金を科さずに、
十分な抑止を執行しない国だという誤ったメッセージを与えかねないという心配がある。【山本
構成員・第４回意見】

◼ 課徴金がない、法執行が弱いという状態は、日本に対する情報の移転も認められない時期も来る
かもしれないというぐらい心配しておいたほうがいいのではないか。【中川構成員・第４回意
見】

◼ イノベーションがなぜ起きないかはまさに企業が考えるべきこと。恐らくそもそも個人情報保護
とも関係のない別の要因なのだろうと一市民としては考える。課徴金導入によりイノベーション
が起きると言っているわけではなく、日本企業だって海外に行ってやっているので、そこでやれ
ていてなぜ日本国内でできないという理屈になるのか分からない。【中川構成員・第４回意見】

◼ 課徴金制度について海外では議論を尽くして既に取り入れている国が多数あるという状況で、反
対する理由が消費者から見てよく分からない。グローバル企業として活躍している日本の企業に
とって、何か日本固有の理由はあるのか、そこが分からない。【全国消費生活相談員協会・第３
回意見】

(4)外国制度との関係（つづき）

２ 課徴金制度について：検討に係る前提条件
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・課徴金制度の対象は、深刻な個人の権利利益の侵害につながる可能性が高い、緊急命
令の対象となり得るもの（具体的には、違法な第三者提供、不正取得、不適正利用等や、
漏えい等の原因となった安全管理措置義務違反等）に限定すべきではないか。

・どういう場合に課徴金で抑止効果を上げることが想定されるか。真に悪質な行為を抑止し、
適法な行為の萎縮効果を生まない制度設計が必要ではないか。

・安全管理措置については、中小企業にどのように目配りをするかも重要な課題ではないか。

関連御意見：

◼ （再掲）経済的誘引が大きい場合に課徴金を課すことで効果を上げられるものは何かという点に
ついて、仮に今後課徴金を入れるとしてもその範囲を考えなくてはいけないが、我々が心配して
いるのは、現状の説明内容が広く漠然としていて、萎縮効果があるのではないかという点。【新
経済連盟・第３回意見】

◼ 法令違反行為のうち、どれが課徴金の対象として適切かという絞り込みをするにあたり、考え方
としては当たり前だが、個人の権利利益の侵害性が高い違反行為であって、違反行為が経済的利
得につながりやすい、そういった意味で違反の誘因性が高いものに限ることになろうかと思う。
【中川構成員（プレゼン）・第４回意見】

◼ 破産者マップのような事例は、破産したという情報が出てしまう点や、消すのに数万円のお金を
要求される点が悪質。そして破産者マップは制裁を受けていない。個情委が刑事告発した報道が
あったが、その後なんの音沙汰もなく、制裁が刑事司法任せになっている。課徴金制度によりそ
の制裁を個情委の中で完結させることに重要な意義がある。【森構成員・第２回意見】

(1)想定される対象行為

２ 課徴金制度について：想定される制度
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関連御意見：

◼ 事務局の示した方向性では課徴金の対象が限定され、対象条文も限定列挙されているように考え
られる。これに対して諸外国の制裁金の仕組みを見ると、対象行為が比較的広く、当局の裁量的
判断に委ねられるケースも見られる。課徴金制度については経済団体より萎縮効果の問題が指摘
されていたが、この方向性を見る限りは、諸外国の場合と比べて対象が注意深く限定されており、
さらに細かく丁寧な議論は必要なものの、萎縮効果への配慮がなされていると考えられるのでは
ないか。【山本構成員・第３回意見】

◼ 課徴金の対象範囲をしっかり限定し、額の算定について、例えば報告をしっかりしたとか、経済
的な利得を戻したというような誠実な対応を行った事業者については減額するような、しっかり
とした制度設計をすれば、真に悪質な行為を抑止するだけで、適法な行為に対する萎縮効果には
あまりならないように感じる。むしろ、悪質な行為に適切に課徴金を課すことで適法な行為をエ
ンドースして、健全なデータ利活用を促す意味を持つように思う。【山本構成員・第４回】

◼ （再掲）適法な行為に対する萎縮を予防する方法が２点。１つはそもそも適法かどうかをはっき
りすること。これは課徴金の問題ではなく、実体的ルールが明確かどうかによる。ガイドライン
の策定、共同規制などの工夫が可能で、実体ルールが明確であれば、そもそも適法な行為につい
て萎縮効果など起きるはずがない。加えて、適法か違法か曖昧な場合、グレーゾーンは絶対に出
てくる。その場合、仮に違法となったとしても、返金をしていればその分だけ課徴金は減るのか
といった制度について、どの法律も課徴金については非常に明確に制度設計を必ずしており、そ
の点は明らかになると思う。グレーゾーンで萎縮効果が起きるのは世界共通の話。法である以上
仕方がない部分であり、そうではないところについては共同規制等の方法も全部使って不当な萎
縮効果がないようにするべき。【中川構成員・第４回】

(1)想定される対象行為（つづき）

２ 課徴金制度について：想定される制度
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関連御意見：

◼ そもそも課徴金を入れることによって何を期待するのか、その場合にどういう事例や類型が考え
られるのかというところの整理がまだ終わっていない。前回もいろいろな方から悪質性という話
が出たが、どこに悪質性を見いだすのか、それと経済的利得の関係はどういうことになっている
のか。その場合、経済的利得はどうやって計算すべきなのかという論点があると思う。まだそこ
の話がまとまっていない感じがするので、まずはそこをきちんと整理すべきなのではないか。そ
の上で、経済的利得とは何なのかという点が、まだ認識が一致していない気がしている。【新経
済連盟・第５回意見】（再掲）

◼ 我々は結局萎縮効果を懸念しているわけだが、課徴金の対象について、重い処分が科され得るも
のに限定するという点について、結局その中身を具体的にどういうメルクマールで悪質性を考え
て、違反の抑止効果を望みたいのであれば思いとどまる機会をどうやってつくり出すかというこ
とだと思うが、今まで挙げられたものだと結構範囲が広く、どういう場合に課徴金が課されるの
か、どの時点で気をつけたらいいのかというところが分からず、広すぎるし萎縮効果が生まれて
しまうと思っているので、どういう場合に課徴金で効果を上げていくのかというところをもう少
し議論しないと、その先に行けないと感じた。【新経済連盟・第５回意見】（再掲）

◼ 違法性の観点など、何かが見えにくい状態にあるから先に進めないのではないか、そこをまずや
らなければいけないのではないかという経済界からの発言について、少し堂々巡りになっている。
次のステップに進むべきではないか。きちんとしたグローバルなスタンダードレベルにおける個
人情報の保護が担保された上で、事業活動がなされていくという世界に向けて議論が具体的に進
んでいくことを望む。【主婦連合会・第５回意見】（再掲）

(1)想定される対象行為（つづき）

２ 課徴金制度について：想定される制度
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関連御意見：

◼ 違法な第三者提供等の類型については、それによって個人の権利利益の侵害、あるいはそのおそれ
が発生した場合には、それを回復するというのは本来損害賠償ではなく原状回復であり、要するに
提供先に行ってデータを消去してくださいというのが本来の筋である。それは現実には難しいとい
うことになり、実際にそういうことを要求しても不可能なので、抑止行為として課徴金ならどうか
という議論になっているのだろうと思う。また、漏えいがあった場合に、今後はしっかりとしたガ
バナンスを取ります、安全管理措置をしっかりやりますというのは、別にそれは課徴金の話という
よりは、要するに個人情報保護委員会が既存の改善命令を出して対処すべき話であり、逆に言えば、
そのこと自体が、当然に課徴金命令を出さないとか、課徴金を減額するという要素にはならないの
だろうと思う。本人に実体的な被害が発生し、それを賠償とか、補填を事業者の方がやるのは、多
分これはものすごいコストがかかることで、そこまでしっかりやっているのであれば課徴金を課さ
ない、例えばそういったことはあり得る。【宍戸構成員・第５回】

◼ 課徴金の対象の悪質性について、第３回検討会の資料１で五つの類型を挙げていただいており、こ
れとこれどちらが悪いみたいな話になるともちろん難しいと思うが、非常に悪質であるものについ
ては分かるのではないかと思っている。例えば類型５について言えば、漏えい事案だが、長期間に
わたって大量に漏えいしているということが一つ。もう一つは、漏えいしているのではないかとい
う指摘を外部から受けて調査したけれども、漏えいしていないという結論に一旦至って、そして、
最終的には警察によって漏えいしていたことが判明したという経緯の問題。そういったことから、
悪質かどうか分かるのではないかと思う。何が悪質か分かりません、どこが悪いのですか？と言わ
れると、本当にそれは感性が違うというか、悪いことは分かっていただくべきなのではないか。課
徴金の話の場合は、何が悪質かということは非常に重要。そういうものに対して限定的に科せられ
るペナルティであると思っている。【森構成員・第５回意見】

(1)想定される対象行為（つづき）

２ 課徴金制度について：想定される制度
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関連御意見：

◼ 例えば漏えいであれば、大量に漏えいするか、そうでないか、期間が長いか、短いか、自分で調
べて分かるか、それとも、ほかの指摘で初めて分かるか、という違いがある。なので、その違い
を評価できるかどうか。漏えいした情報についても、これは機微なものなのか、プライバシー性
が高いのか、そうでないのかということを評価できるかどうかという話なので、感性みたいな話
になってしまったが、そういう事案に対して正しく評価ができれば、重大なのか、そうでないの
かということが分かるのではないか。【森構成員・第５回意見】

◼ 個情法第23条の下、「個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損
の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない」と
されている。経団連でも、近年急激に拡大・高度化するサイバー攻撃への対応が喫緊の経営課題
だと認識しており、「経団連サイバーセキュリティ経営宣言2.0」を策定し、会員企業経営層に対
する普及啓発に努めている。我が国の経済安全保障、安全保障という観点から、サプライチェー
ン全体を俯瞰したサイバーセキュリティの強化は重要である。大企業であれば十分なリソースを
割いて必要な安全管理措置、サイバー対策を講じられるかもしれないが、蟻の一穴でサプライ
チェーンが崩壊することを防ぐため、中小企業への目配りが重要な課題である。この点、中小企
業への対応が必ずしも十分ではないと懸念している。経産省や独立行政法人情報処理推進機構
（IPA）において、「サイバーセキュリティお助け隊サービス制度」等の措置は講じていただいて
いるものの、サプライチェーンの川下の中小企業の皆様にとって、「これだけ対応すれば適切な
安全管理措置を講じている」とみなされるだけの対応が取れるかどうか。中小企業が置かれてい
る実情を勘案することなく、恣意的に判断される余地がないか懸念している。この点は丁寧な議
論が必要。【日本経済団体連合会・第５回意見】

(1)想定される対象行為（つづき）

２ 課徴金制度について：想定される制度

28



関連御意見：

◼ 仮に本当に類型的に全て悪質であるかを事前に決めてくれという主張だとすれば、今、いろいろ
と政府の中でも議論されているアジャイルガバナンスは難しくなると感じた。というのも、ア
ジャイルガバナンスの発想によると、ゴールは設定するが、そのゴールを達成する手段は、企業
の側がルールメーキングをしていくという考え方が基本的に前提になっているのではないか。と
いうことは、企業としても悪質とは何か、あるいは適正、公正性とは何かということを例えばマ
ルチステークホルダーのプロセスを用いて自ら考え抜いていくということも、今後は例えばAI法
もリスクベースのアプローチを取っているわけだが、企業としても求められていくと思われる。
そうした意味では、そうしたことを考えていくという、つまり何でも全部事前に決めてくれとい
うことではなくて、そういったことを考えていく企業がデジタル社会においてある種成熟した企
業で、逆に何でもお上が決めてくれというスタンスだと、イノベーションも進まないと感じた。
逆に言えば、そうした形で誠実に何が問題なのか、悪質なものなのかということをそうしたス
テークホルダーのプロセスなどを通じて考えられている企業が、逆に課徴金の対象からは外れて
いくというか、そういう誠実に議論を積み重ねてきた企業が外れていくというような仕組みなど
も今後は考えられるのではないか。私がお付き合いしている企業は、そういう意味では内部でマ
ルチステークホルダーなり有識者検討会でそういったことを検討している企業が非常に多いと認
識しており、決してそれは不可能なことではないと感じた。とはいえ、例えば不適正利用の辺り
は何が不適正かというところについては、今後明確化していく努力がガイドライン等で必要かな
と思うので、この辺りは議論をしっかり深めておく必要がある。【山本構成員・第５回意見】

(1)想定される対象行為（つづき）

２ 課徴金制度について：想定される制度
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関連御意見：

◼ ロビイングしている中で二つ重要にしていることがあり、一つは自立と自律。国から与えられて
護送船団行政でやっているところで日本の経済再生はないと思う。もう一つ、大事にしているの
は法律による行政の原理。経済団体の立場になってからはそれが重要で、その観点から意見を言
うべきだと常に思っている。その観点で、要するにいろいろな定義とか、そういうものについて
はできる限り明確化をしなくてはいけないということで、一つ異論があるのはアジャイルガバナ
ンスということだから、定義とか、要件とか、そういうものは不明確でいいという意味だとする
と、それは同意しない。法律による行政の原理の話とアジャイルガバナンスで自立・自律を求め
る話は違う話だと思う。そのためにここでずっと私は議論をしている。悪質性についても、感性
で議論はしたくないと思っている。【新経済連盟・第５回】

◼ 法の支配を軽視するものでは全くない。不確定要素をそのまま放置してよいということを述べた
わけではなく、不確定要素というのはなるべく収縮していくような議論をしていく必要がある。
ただ、結局法は法である以上、100％事前に明確なものになるとは限らないということにもなり、
100％明確ではないから、そういった制度はスタートできないという議論は、それは法の基本的な
理解としてはおかしい。100％事前に明確ではないものについて、今後は企業もある意味でそれが
何であるかということについてマルチステークホルダーでしっかり考えていくということが、今
の時代には求められてきているということを述べたもの。類型化されている悪質な行為の中のも
のを見ると、事前にいろいろなほかのマルチステークホルダー、例えば有識者であるとか、消費
者団体であるとかと対話を重ねていればおよそ行われなかったようなところだろうと思うので、
今後そういった対話が内部的には必要になってくるのではないか。それをしっかりやっていたか
どうかということが課徴金等の制裁を科すか、あるいは減額等の一つの判断基準になっていくの
ではないかということ。【山本構成員・第５回】

(1)想定される対象行為（つづき）

２ 課徴金制度について：想定される制度
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関連御意見：

◼ 悪質だなとみんなが納得できるようなものにしか多分課徴金命令は出ないことに結果的にはなる
のではないかなというぐらいに思っており、そこは御専門の先生方と、どのような表現をすれば
実質的にそういうことが守られるのかも含めて御検討いただければいいのではないかと思ってい
るが、課徴金の制度も絶対に必要だと思っている。【長田構成員・第５回検討会】

(1)想定される対象行為（つづき）

２ 課徴金制度について：想定される制度
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・課徴金額の算定方法についてどのように考えることが適当か。

・違反行為の対価等の全額又はそれを一定程度上回る算定方法についてどう考えるか。違反
行為に係る商品・役務等の売上額に一定の算定率を乗ずる算定方法についてどう考えるか。

関連御意見：

◼ （再掲）課徴金の対象範囲をしっかり限定し、額の算定について、例えば報告をしっかりしたとか、
経済的な利得を戻したというような誠実な対応を行った事業者については減額するような、しっか
りとした制度設計をすれば、真に悪質な行為を抑止するだけで、適法な行為に対する萎縮効果には
あまりならないように感じる。むしろ、悪質な行為に適切に課徴金を課すことで適法な行為をエン
ドースして、健全なデータ利活用を促す意味を持つように思う。【山本構成員・第４回】

◼ 額の算定について、違法収益があるはずだが、計ろうとしても内部の帳簿がないと分からない、報
告命令や立入検査をしようとしても全て拒絶されるといった場合にどうするかというのは非常に重
要な規定。これは独禁法にも景表法にもあるが、推計する権限を認めないと、真面目に報告した企
業が損をし、拒否したほうが得をするという非常に不当なことになるので、この推計規定、ないし
は違法収益のみなし規定はとても重要であり、既に立法例があるところ。【中川構成員（プレゼ
ン）・第４回意見】

◼ 実際に生じた金銭的利得を一定額上回る課徴金を課すことについて賛成。特に破産者マップには模
倣犯みたいなものがたくさん出てきたため、ある程度リスクを感じさせるような法制度でないとい
けないのではないか。【森構成員・第３回意見】

◼ 違反行為に係る商品・役務等の売上額に一定の算定率を乗ずる方法は必要なのではないか。例えば
安全管理措置を怠って不要になったコストを価格等に転嫁できるのではないかという考えは全くそ
のとおり。【森構成員・第３回意見】

(2)算定方法

２ 課徴金制度について：想定される制度
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関連御意見：

◼ 事務局が前回までに示したものは大きく二つあると思っており、何かしら違反した行為に基づいて売
上が観念できるようなものについてそれを剥奪しようという話と、本来であればこのぐらいコストを
かけるべきだったのにそこをかけなかったという話。これらはかなり大きく異なるものだと思ってお
り、性質の異なるものを整理しないで議論するとばらばらになってしまう印象。他法令の事例を見て
も、大きく二つあるもののうち、本来のコストというものを観念したものはないと思っている。もち
ろん決まった額でこういう報酬、などという例はあるかもしれないが、前回までに示された考え方で
言うと、本来実施すべき法令遵守体制を金額とかコスト換算することをした上で、違反行為をした事
業者が実際に掛けていた法令遵守体制の金額コストを換算して、そこのギャップを考えるということ
はすごくチャレンジングというか、今までにない事例だと思う。そもそも悪質性をどこに見いだして、
そこにおける経済的利得とは何なのかということを考えないと、課徴金はどうやって考えるのか、と
いうところに進まないのではないか。【新経済連盟・第５回意見】

◼ 課徴金の算定において考慮する際に、問題になるとしたら、被害回復、すなわち被害者に対する損害
賠償をしたかというところは問題になるが、そうではなくて、何らかの事情で違法行為によって得た
利得がなくなった、例えば遅ればせながら安全管理措置をしたのでなくなったということもあるだろ
うし、違法なプロファイリングによって作成したデータベースを販売して、その販売した代金を買っ
た者に返金したということもあるだろうが、そういったことは、全く考慮されるべきものではないの
ではないか。他法令の前提としているところは、違法行為によって発生した問題、損害を回復したな
らば、それは課徴金額に反映しようという話なわけだが、それと関係ないところで何かの事情で費用
がかかってお金がなくなったとか、買い主にデータベースの代金を返したとか、そんなことは考慮さ
れるべきではない。【森構成員・第５回意見】

(2)算定方法（つづき）

２ 課徴金制度について：想定される制度
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・減算・加算規定についてどのように考えることが適当か。

・企業による返金措置と課徴金の関係をどうとらえるべきか。勧告・命令と課徴金賦課のタイミ
ングをどう考えるべきか。

関連御意見：

◼ 減算規定と加算規定のところは、経済法だからワークする枠組み。【日本IT団体連盟・第３回意
見】

◼ （再掲）経済法であれば課徴金がフィットするという話ではなく、その法律で定めるルールに違
反することにより経済的利益が一定程度上げられることが類型的に想定されるようなものであれ
ば、課徴金がフィットする。経済法でなければ課徴金が入れられないということではない。【森
構成員・第３回意見】

◼ （再掲）課徴金制度は、個人情報保護法に限った話ではなくて、ほぼ全ての法令に親和的。法分
野によって合う・合わないものがあるわけではない。仮に経済法に親和的だという立場に立つと
しても、恐らく経済法と呼ばないと思われる薬機法や公認会計士法に課徴金はあるし、加算金・
加算税というのは国税徴収法・地方税法であるが、これも経済法とは普通呼ばない。地方自治法
における過料など、全て経済法とは読めないと思うが、課徴金ないし課徴金相当の制度が入って
おり、特に法分野が限定されるわけではない。また、経済法という言葉自体非常に多義的で、あ
まり確立した語義もない。【中川構成員（プレゼン）・第４回意見】

(2)算定方法（減算・加算規定）

２ 課徴金制度について：想定される制度
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関連御意見：

◼ 違反行為を繰り返す悪質な事業者に対する抑止力を確保する観点から、繰り返し違反に係る加算
規定を導入することに賛成。２回やるというのは信じがたいものがあり、それでよいのではない
か。また、そもそも悪質事案に限定するということもだが、このような違反行為を繰り返す悪質
な事業者に加算する、また、課徴金によって不正収益を剥奪するということは、結局のところ差
別化につながるのではないか。プライバシーガバナンスを確立してちゃんとしていれば、一線を
画した運用ができ、それをしない事業者、コストを節約して法令に対して関心を持たない事業者
が制裁されることによって差別化できるということになるのではないか。【森構成員・第３回意
見】

◼ 違反行為を繰り返す事業者には加算規定の導入をすることで差別化ができるのではないかという
御意見に賛同。【全国消費者団体連絡会・第３回意見】

◼ 加算の部分で、アルファを定率20％とするのか、様々な計算パターンを考えて、その事案によっ
ていろいろ柔軟にやっていくのか、これも様々な選択肢がある。額の増減、繰り返し違反による
増額、自主通報による減額、返金はどうなのか。これは非常に重要なもので、景表法のように返
金があるならばその分だけ課徴金を減額するという選択肢もある。独禁法はそのようなことは考
慮しない。これはどちらも理論的にはあり得る。返金というのは結局損害賠償なので、損害賠償
というのは過去の違反の後始末であって、冒頭の表でいうと別の話。それと抑止とは別なので両
方かけても構わないし、それを考慮しても構わない、立法政策の問題であり、どちらもあり得る。
【中川構成員（プレゼン）・第４回意見】

(2)算定方法（減算・加算規定）（つづき）

２ 課徴金制度について：想定される制度
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関連御意見：

◼ 景表法では返金措置と課徴金という本来関係ないものをくっつけた。これはなぜかというと、消
費者法の世界では10年以上前から、消費者に被害をどうやって返金するか、それに行政がどう関
わるかという問題がずっと課題であるが、みんなが納得する解決が出てきていない。そのひとつ
として、課徴金をてこに何とかできないかというアイデアが随分前からある。一番簡単なのは課
徴金で１回国庫に入れたものを例えば消費者団体とかに渡して返金をしてもらう、それでも残っ
たら国庫に返してもらうというもの。しかし、国庫に入ったものを外に出すことはまかりならん
ということで、実現していない。そこでつくったのが措置命令の後に返金計画を立てて、それが
承認されたら課徴金を減らすという景表法の制度。ただ、これはなかなか実施が難しい。措置命
令と課徴金というふたつの処分の間を空けると、事業者からすると二度叩かれる。命令を受けた
ことが報道され、その１年後にまた課徴金処分が報道されるという、二度叩かれるのは非常に困
るという要請があるので、できるだけ措置命令と課徴金の間を短くしたい。ところがそうすると
今度は、返金措置命令の準備に１週間しかなくて無理ということで結局利用率が非常に低い。も
ちろん返金すること自体も難しいが、そういう時間的な無理が生じている。水と油をくっつけた
結果、使いづらくなったというところ。課徴金を国庫から１回出してという荒業をしない限りは
なかなかうまくいかない。返金措置と課徴金をくっつけるというのは、あまり期待しないほうが
いいのではないか。【中川構成員・第５回意見】

(2)算定方法（減算・加算規定）（つづき）

２ 課徴金制度について：想定される制度
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関連御意見：

◼ 経済的利得として、個人情報の適切管理費用をかけなかったという利得と、法令違反でもうけた
という利得を両方上げるのは概念として不統一ではないかという意見について。そもそも経済的
利得というしっかりした概念があるわけでもなく、そこはぼんやりとした言葉。課徴金は違反抑
止であり、抑止に資するのは幾らなのかを考える制度。ざっくりと売上の２％を一律に課すでも
別に構わない。違法収益の没収制度ではなくて、抑止に足る経済的な不利益を負わせるのが課徴
金。違反をしたら損したと思わせなければならない。そうすると、損は事業者の規模によって違
うため、単純に規模によって何％とやっても全然構わない。ところが、それはどうかとという声
があるので、あえて経済的利得というところに算定根拠を引っかけられないかと、かなり妥協し
て経済的利得を何とか計算していこうとなっているわけで、そもそも経済的利得を出発点にしな
くてはならないわけではない、しなくてもいい。つまり、赤字企業だけれども、従業員が何人い
るから幾ら、といったことをやっても構わないが、それはいろいろな意味で経済に対する影響な
ども考えて、経済的利得を出発点として観念しておきましょうということになってきた。逆に言
うと何を観念してもいい。個人情報保護法の場合であれば、独禁法であれば売上に対する何％か
ら計算が始まるが、個情法ではそれを逆にして、まずはこのぐらいの規模の企業であればこのぐ
らい個人情報セキュリティーにお金がかかるという業界的な平均値を出して、それの何％ぐらい
浮いたかをこれも適当に平均値を掛けて、つまり管理費が浮いた分を基礎に置いて、それにプラ
スして、法令違反によって得た利得を加えていくという計算式にしてもいい。つまり経済的利得
はどうやって皆さんに納得していただくかという便法であり、概念的な一貫性なんてそもそもな
いというところが重要。【中川構成員・第５回意見】

(2)算定方法（減算・加算規定）（つづき）

２ 課徴金制度について：想定される制度
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・課徴金制度において執行機関にどの程度の裁量を持たせることが考えられるか。

関連御意見：

◼ 現在日本にある課徴金制度は全て義務的課徴金の制度だが、これは行政法の理論的にも比較法的
にもものすごくおかしい。不利益をかける行政処分というのは本来裁量がなくてはいけない。義
務的に形式的にやると、過剰になったり、過少になったりするので、そう簡単に制度設計できな
い。不利益は慎重に投げなくてはいけないので、裁量を認めるのが行政法理論では当たり前だが、
なぜかこれは歴史的経緯があるのかもしれないが、日本では課徴金というと義務的なもの、形式
的に計算しているものに限定されているが、立法上の選択肢としてはそんなことは全くないとい
うことは強調しておきたい。【中川構成員（プレゼン）・第４回意見】

◼ 悪質なものに限って課徴金を課すには裁量性が必要になる。課徴金納付命令をする・しないの裁
量。違反がある人にはまず措置命令をかけなくてはいけない。何とか後始末をしてもらなくては
いけない。そのうえで、この事業者が違反抑止をどういう体制でやってきたのか、たまたま経済
状況が暗転して、いろいろうまくいってなかったときに違反があったとか、そういったいろいろ
酌むべき事情があるならば、課徴金をかけない、あるいは半額にするとか、そういう裁量がある
ことによって悪質性をあぶり出すことができる。逆に裁量性がないと全員一律で、違反があった
ら常に課徴金ということになる。それが厳しすぎるということもありうるということを御指摘し
たい。【中川構成員・第５回意見】

(3)その他（行政裁量）

２ 課徴金制度について：想定される制度
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・課徴金制度においてどのような適正手続を確保すべきか。相手方の権利保護のために、どの
ような事前の適正手続き及び事後の適正手続きが必要か。

関連御意見：

◼ 事前の適正手続、それから、事後の適正手続について、こういった権利保護は相手方に認めなく
てはいけない。【中川構成員（プレゼン）・第４回意見】

(3)その他（適正手続）

２ 課徴金制度について：想定される制度
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・課徴金制度があったとしても、海外事業者や所在不明事業者に十分対応できないおそれが
ないか。課徴金制度においてどのように対応することが想定されるのか。

関連御意見：

◼ 国外事業者に対しては指導が１件。なぜそこに勧告などができないのか考えなければ、課徴金を導
入したとしても国外事業者に課すことは望めないのではないか。【新経済連盟・第３回意見】

◼ 会社法上、外国会社が日本で取引を継続して行うには登記が必要で、その際には国内の代表者を登
記事項としているので、国内の代表者がいるはず。よって、普通は外国企業であっても、国内の代
表者に対して命令をかけることで執行は粛々と進むはず。問題はこの会社法の登録について、大企
業は大分やるようになったかもしれないが、全般的にいうとやっていない。法人登記を怠るあまり
よろしくない外国事業者が問題。では、結局国内に登記していないから諦めるのではなくて、ここ
にこそ権限行使をしてみせるということがとても重要。公示送達すれば、それは処分が到達したこ
とになる。そして、措置命令、課徴金納付命令を発出して公表し、外堀を埋める。結局外国にいる
会社も日本の個人情報を使って日本でビジネスをすることに意味があるわけなので、日本の取引先、
日本の消費者が使わないようにすることで、外堀を埋めていくことが有用。【中川構成員（プレゼ
ン）・第４回意見】

◼ 本当は違反行為者でないプラットフォーム等に命令ができてもいいのではないかと思うが、恐らく
多くのデジタルプラットフォームと利害は一致していると思われるので、むしろ命令をかけても
らったほうが、速やかに検索から外すとか、あるいは広告を取り止めることがやりやすいと言って
いただけるのではないか。【中川構成員（プレゼン）・第４回意見】

◼ 措置命令を出すと、措置命令違反の場合は刑事罰になるので、入国次第逮捕であるという事実を
もって、（事業者によるが）日本に入国できないようにするところは多少意味があるという形で、
域外適用をやっていくのではないか。【中川構成員（プレゼン）・第４回意見】

(3)その他（課徴金制度の実効性）

２ 課徴金制度について：想定される制度
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関連御意見：

◼ 違反者が所在不明の場合に課徴金は効くのかという点について、新・破産者マップのような事例
については、二つの側面を分けて考える必要あり。まず、当該事例は違法収益をもたらす非常に
違反の誘因性が高い類型であり、課徴金が必要な典型例だと思われる。次に、所在が不明である
という側面について。これは課徴金に限った話ではなくて、あらゆる行政処分、ないしは裁判も、
所在不明な人にどうやって裁判をしたり、行政処分をしたりするか、これは一般的に抱えている
問題。それは課徴金の問題ではなくて、所在不明の場合にどうすればいいかという一般論の話。
いい方法があるわけではないが、基本的にはおとり捜査等刑事捜査のほうでやっていくことにな
り、行政職員でやるのはなかなか難しい。外国にいるということが分かれば、所在の当局との刑
事当局同士の調査協力を通じて所在解明を行い、その後、所在が分かったところで措置命令、課
徴金をかけて、デジタルプラットフォーム等のいろいろな協力を得て外堀を埋めていくというこ
とになると思う。【中川構成員（プレゼン）・第４回意見】

(3)その他（課徴金制度の実効性）（つづき）

２ 課徴金制度について：想定される制度

41



３ 団体による差止請求制度及び
被害回復制度について

【検討に係る前提条件】

(1)適格消費者団体の現状、他法制の運用 

 (2)認定個人情報保護団体制度との関係

【想定される制度】
(1)想定される対象行為と運用
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３ 団体による差止請求制度及び被害回復制度：検討に係る前提条件

・現行の他法令における適格消費者団体による差止請求制度・被害回復制度において、ど
のような運用がなされているか。

・差止請求制度については、裁判外の事前の協議段階で改善が図られる場合も多く、その
場合は訴訟に至らない。その中で、事業者の業務改善が図られる効果は期待されるか。

・仮に、個人情報保護法において、適格消費者団体による差止請求制度や被害回復制度
が、導入された場合において、濫訴となるおそれ等についてどのように考えればよいか。

(1)適格消費者団体の現状、他法制の運用

関連御意見：

◼ まずは裁判外の団体と事業者との協議の段階で業務の改善がなされた場合は訴えの提起に至らな
いということを踏まえたならば、殊更に濫訴を懸念する経団連等の見解に妥当性を見つけること
はできない。【主婦連合会・第４回意見】

◼ 消費者契約法第41条１項において、差止請求に係る訴えを提起する前に書面により事前に差止請
求をしなくてはいけないことになっており、いきなり訴訟することはできない。個情法において
もそうした制度を採れば、適格消費者団体から41条請求が来た場合、差止請求訴訟されるかもし
れないということで真剣に検討して、対象行為を止めるさらなる動機を持つことができる。【森
構成員・第４回意見】

◼ 適格消費者団体の活動をしている弁護士等は多くは無報酬、少額の報酬で活動しており、私たち
としては頭の下がる思い。適格消費者団体である本協会においても金銭的利益はない。適格消費
者団体の活動は利益を目的としている部分は全くないということもお伝えしておく。以上のこと
は本協会に限らず、ほかの適格消費者団体も同じ。【全国消費生活相談員協会（プレゼン）・第
４回意見】 43



３ 団体による差止請求制度及び被害回復制度：検討に係る前提条件

関連御意見：

◼ 適格消費者団体は不特定かつ多数の消費者の利益を擁護することが目的。申し入れを行うことで
規約が明確化され、分かりやすい表示になることで消費者が誤解したり、被害をこうむったりす
ることがないように業務改善される。それは消費者の利益となることはもちろん、事業者にとっ
ても消費者に対して適切かつ公平に対応できるようになり、結果的に事業者への信頼が高まり有
益なことであると考えている。また、新規立ち上げの事業者などが法律や制度について理解不足
のケースがあるが、申し入れにより規約や運用・サービス内容を見直すきっかけになったケース
もある。また、多くは申し入れの後の話し合いで解決しており、差止請求訴訟に至ることはほと
んどない。事業者の方々の濫訴になるのではないかという御懸念は全くない。【全国消費生活相
談員協会（プレゼン）・第４回意見】

◼ 消費生活センターやお客様相談窓口などに申し出をする消費者はごく一部。申し出をしても不満
を受け止めてもらえないケースもあり、その場合、被害や不満はそのまま残り、消費者の満足度
は下がる。団体訴訟制度は国や自治体による行政処分や行政指導に至るまででない、あるいは行
政がまだ気がつかないけれども、実際には多くの消費者が不満に思ったり被害が発生していたり
する事案について効果を発揮している。安心安全な社会のために必要な制度。【全国消費生活相
談員協会（プレゼン）・第４回意見】

◼ （現行の団体による差止請求制度について）契約条項の差止請求については、条項が無効と判断
され差止が認められたら、差止以前の契約に係る部分についても対処しないといけないのではな
いかと思った。【新経済連盟・第５回意見】

◼ 消費者の相談について、個人情報保護委員会の相談ダイヤルにおいて、違法の可能性の示唆であ
るとか、もしくはあっせん等によって、多くの相談は本当に短期間で改善しているのが実態だと
感じる。【若目田構成員・第５回意見】

(1)適格消費者団体の現状、他法制の運用（つづき）
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３ 団体による差止請求制度及び被害回復制度：検討に係る前提条件

関連御意見：

◼ 消費者団体のほうから、苦情があっても声を上げられないような方のほうがはるかに多いという
話があったが、この問題は、特に個人情報保護に関してそういうチャネルがあるということをま
ずは国民に周知し、底上げすることが重要なのだろうと思った。そのようなできる打ち手とか、
やるべきことをしっかりやった上で、あっせんによって改善するようなケースや、指導に移る
ケース、そういった情報をきちんと取りまとめた上で、さらにそこに専門性が必要なのであれば、
分散をするよりも、専門的な例えば個人情報保護委員会の相談ダイヤルの人的な充実であるとか、
もしくは国民への周知等々によって、冷静に分析をした上で取り組むことが、我が国の消費者保
護にとって重要ではないかと、一国民として思った。すなわちこの制度のその是非の議論という
前に、客観的に使うべき、可視化すべき実情があり、そこに対する打ち手を優先した上で、制度
の必要性を考えるべきではないか。【若目田構成員・第５回意見】

(1)適格消費者団体の現状、他法制の運用（つづき）

45



３ 団体による差止請求制度及び被害回復制度：検討に係る前提条件

関連御意見：

◼ 適格消費者団体としていろいろな活動をしている中で、個人情報保護法が対象になるということ
はとても大切なこと。個人情報のことについて相談をするという発想がなかなかない国民が多い
と思うが、そういう中で消費生活センターのようなところに相談をする、それから、特化した適
格消費者団体に相談するというように、順々に相談先が見えてくるというのが現在の状態だと思
う。団体の専門家の先生方もほとんど持ち出しをして、ボランティアプラス持ち出しぐらいの状
態でこの活動を続けていらっしゃる団体ばかりだと思うので、そういう中で丁寧に調査をした上
で申入れをし、そして、相手先ともきちんと議論をしてということになる。その結果、これは
おっしゃるとおり直しましょうということになったときには、場合によっては事業者団体へ情報
も提供し、団体としてもこういう項目が間違っていたのだということを理解して広げてもらえる
ということに鑑みると、そういう意味では差止請求を取り入れることはとても大切なことだと
思っている。経済団体は、いつも濫訴で大変なことになると思ってらっしゃるかもしれませんが、
時間もかけて丁寧にやっているので、むしろ事業者にとっては、むしろありがたいと思っていた
だければいいのではないか。【長田構成員・第５回意見】

(1)適格消費者団体の現状、他法制の運用（つづき）
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３ 団体による差止請求制度及び被害回復制度：検討に係る前提条件

・消費者、個人情報の本人、個人情報を取り扱う企業との間で実効的なコミュニケーションが
行われ、適正な個人データの利用が確保されていくことは重要ではないか。

・団体による差止請求・被害回復制度も、認定個人情報保護団体制度も、このようなコミュ
ニケーションを促進しトラストを作っていくという観点が期待されるのではないか。

・認定個人情報保護団体制度の機能・現状との関係をどのように考えるか。

関連御意見：

◼ 現行の個人情報保護法制全体として見たときに、委員会が何でもこの種の問題に対応するわけで
はないというときに、もう一つ必ず出てくるのが認定個人情報保護団体の役割のはず。例えば消
費者あるいは消費者団体からの苦情に対して、認定個人情報保護団体のほうで、例えば適正な対
応を事業者に対して求めた結果として問題がうまく解決するという世界も、もともとこの法律で
は想定されていた部分があるが、それは機能しているのかどうか。【宍戸構成員・第４回意見】

◼ 認定団体と適格消費者団体による差止請求制度は性格が違うもの。認定団体の取組とは別に差止
請求についても必要。【全国消費者団体連絡会・第５回意見】

(2)認定個人情報保護団体制度との関係
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３ 団体による差止請求制度及び被害回復制度：検討に係る前提条件

関連御意見：

◼ 団体による差止請求の議論と認定個人情報保護団体は、それ自体として制度としては別物である
ということは承知している。ただ、基本的にそれらの制度全体として個人情報保護法が向かって
いこうとする一つの考え方として、消費者、個人情報の本人、それから、個人情報を取り扱う企
業との間で実効的なコミュニケーションが行われて、適正な個人情報データの利用の利便性を確
保しつつ、個人データの取扱いの安全を確保する、こういう観点から見たときに、この二つの制
度は機能的には非常に共通する部分、つまり消費者、個人情報の本人と企業の間のコミュニケー
ションを促進して、トラストをつくっていくという点で両方共通する部分があるのではないか。
よって、今後団体差止請求制度を導入する・しない、あるいはするときにどういうことが考えら
れるかといったときに、認定個人情報保護団体の現状を見ると、金融分野、それから、放送を含
む情報通信分野の取組はしっかりしている、それ以外のところはどうもあまり実例がなさそうだ
といったようなことも踏まえて検討いただくとよい。【宍戸構成員・第５回意見】

(2)認定個人情報保護団体制度との関係（つづき）
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３ 団体による差止請求制度及び被害回復制度：想定される制度

・個人情報保護法において、個人情報保護委員会の法執行が行き届いていない部分があるか。

・消費者個人による企業への申入れやあっせんの依頼についてどのように考えればよいか。個人
情報保護委員会の相談ダイヤルの位置づけについてどのように考えればよいか。

・適格消費者団体（26団体）と企業の協議の在り方をどのように考えればよいか（法律的な
後ろ盾がなければ、事業者から協議に応じてもらえないという指摘、事業者に負担が大きいとの
意見等）。

・不特定かつ多数の消費者に係る被害の未然防止・拡大防止を図る観点から、適格消費者
団体に、個人情報保護法上の差止請求権を（適格消費者団体自身の権利として）付与す
ることについて、どのように考えればよいか。

(1)想定される対象行為と運用

関連御意見：
◼ 個人情報委員会の相談ダイヤルを広く情宣し、場合によっては体制を強化することによって、窓口が

そこに一つとなれば、特定の企業に複数の苦情があるとか、そういう傾向も分かるのではなか。何よ
りも委員会から事業者にアプローチをすると、すぐに利用停止をする、もしくは消去する、開示請求
に応じるなどにより、ほぼ２～３日のうちに解決するというのが大半。そういったものがほぼ全体の
ケースであれば、団体訴訟制度そのものの議論の前に今の体制の強化であるとか、逆に企業そのもの
がそういう形ですぐに解決できれば、その状況を見た上で議論してもいいのではないか。【若目田構
成員・第４回意見】

◼ 違法な個人情報の取扱いによる個人の権利・利益の侵害は、個人に深刻な被害をもたらしても本人の
権利行使による対応には限界があることは現状明らか。団体による差止請求制度によって被害をもた
らしている行為の停止を求めることができることは極めて重要。【主婦連合会・第４回意見】 49



３ 団体による差止請求制度及び被害回復制度：想定される制度

関連御意見：

◼ 消費者や小規模事業者が直接個人情報保護委員会に申し入れするということが、果たしてどの程
度の割合なのかという問題がある。消費生活センターに苦情を寄せている方というのは、統計に
よると不満を持った方の10％程度といわれている。そうした中で、もっと受付窓口が狭いと思わ
れる個人情報保護委員会のほうで、どの程度それが受け付けられて、そして、それが実効性のあ
るものとして効果を発揮するのかというところ。そこを補填し官民連携して広く実行するという
意味では、差止請求制度は非常に有効ではないか。【全国消費生活相談員協会・第４回意見】

◼ 差止請求に反対する理由がいま一つよく分からない。適格消費者団体からこれはおかしいのでは
ないかという相談が事業者にたくさん来て困るということを言っていたと思うが、しかし事業者
からするとそれはむしろ宝の山なのではないか。それに対して自分たちが正しいと思うのであれ
ば、事業者自身が理論武装の必要性を知る機会になる、つまり、この後、行政から指摘されたと
きに対してどのような応えができるかという気づきの場になる。もし逆に、指摘どおりでありこ
れはしまったということがあれば、これも気づきの場になる。いろいろな意味で予防の場になる
のではないか。適格消費者団体は、そもそも人が足りていないので、濫訴する余地もないと思う
が、仮に適格消費者団体が非常に多くの人員を擁して多くのことを言ってきたとしても、むしろ
それは非常にいい指摘の場なのではないか。差止請求の訴えは、負けたら消費者団体はものすご
いダメージなので、よほど自信がある場合しか提起しない。事業者側も消費者団体の指摘に納得
しないという場合だから、これは正面から見解が違う場面なので、これこそまさに裁判で明らか
にしたほうが、事業者にとってもクリアにしたほうが良い論点であるから、事業者にとってもメ
リットがあると思う。その意味で特に誰にデメリットがあるわけでもないように思う。【中川構
成員・第５回意見】

(1)想定される対象行為と運用（つづき）
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３ 団体による差止請求制度及び被害回復制度：想定される制度

関連御意見：

◼ 現時点では国民の方々の個人情報に関する認識は非常に低い状況があり、疑問があってもどこに
申入れしたらいいのかということが非常に分かりにくい。認定団体があるが、業界団体であり、
消費者から見れば同じ業界ではないかというような懸念もあり、また、窓口の広報が不足してい
ることも感じられるので、そういう意味では広報することは必要。加えて、個人情報自体は、基
本的にはその個人のものだとみんな思っていると思う。そうした中で、それを社会のため、ある
いはその人個人にとっても利益となるように利活用するというような目的であれば、まずは信頼
の確保が必要であり、その利益がどのように個人にとって、あるいは社会にとって還元されるの
かということの見える化が必要。しかしながら、今現在、ほかの分野の消費者と事業者との関係
性と同様に、個情法においても情報や、あるいは交渉力が違うことが前提となっているため、一
個人が申入れをしたとしても目的がかなうことは非常に少なく、あるいは窓口に申入れをしたと
しても、それがあっせん・解決してもらえるということは考えにくい。そうした中で、法律に基
づいた差止請求制度により、団体が話合いの場を設けることができる、話合いの機会があるとい
うことになれば、それは消費者を代表する団体と事業者の非常によいコミュニケーションの場に
なると思う。そこで改善すべきことは改善してもらい、そして、消費者のほうの理解が間違って
いるのであれば、それはそれで理解していく。コミュニケーションの場が増えるということは、
お手数なのかもしれないが、それは決して悪いことではなくて、世の中をよくする、会社をよく
するという意味で非常に有益な場になると御理解いただいたほうがよいと思われるところ、差止
請求制度をぜひ導入していただきたい。【全国消費生活相談員協会・第５回意見】

(1)想定される対象行為と運用（つづき）
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３ 団体による差止請求制度及び被害回復制度：想定される制度

関連御意見：

◼ 事実上何でもかんでも差止請求するみたいなことは正直なところ起こらないと思う。資料中に、
複数の適格消費者団体から意見を聴取したという記載があり、私も幸いに適格消費者団体の弁護
士の方からいろいろ聞くことができたが、マンパワーに限りがある、これが本当に決定的な事情。
違法な個人情報の取扱いがなされている事案の全てに対応することはできない。多数の苦情が寄
せられている等の事情により、優先度の高い案件から優先的に対応することとなり、それによっ
ておのずと縛りがかかってくる。【森構成員・第５回意見】

◼ （再掲）適格消費者団体としていろいろな活動をしている中で、個人情報保護法が対象になると
いうことはとても大切なこと。個人情報のことについて相談をするという発想がなかなかない国
民が多いと思うが、そういう中で消費生活センターのようなところに相談をする、それから、特
化した適格消費者団体に相談するというように、順々に相談先が見えてくるというのが現在の状
態だと思う。団体の専門家の先生方もほとんど持ち出しをして、ボランティアプラス持ち出しぐ
らいの状態でこの活動を続けていらっしゃる団体ばかりだと思うので、そういう中で丁寧に調査
をした上で申入れをし、そして、相手先ともきちんと議論をしてということになる。その結果、
これはおっしゃるとおり直しましょうということになったときには、場合によっては事業者団体
へ情報も提供し、団体としてもこういう項目が間違っていたのだということを理解して広げても
らえるということに鑑みると、そういう意味では差止請求を取り入れることはとても大切なこと
だと思っている。経済団体は、いつも濫訴で大変なことになると思ってらっしゃるかもしれない
が、時間もかけて丁寧にやっているので、むしろ事業者にとっては、むしろありがたいと思って
いただければいいのではないか。【長田構成員・第５回意見】

(1)想定される対象行為と運用（つづき）
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３ 団体による差止請求制度及び被害回復制度：想定される制度

・個人情報の漏えい等に係る裁判例で慰謝料が認められた場合において、事業者から本人
に対する自主的な被害回復が行われていない事例や事業者が自主的に支払った金額が裁
判で認められた慰謝料を下回った事例がある。

・個人情報の漏えい等が発生した場合の慰謝料請求等については、消費者裁判手続特例
法上の被害回復手続きの要件として令和４年改正で追加された要件（事業者の故意によ
り生じたもの又は財産的請求と併せて請求されるもの）も満たさない場合が多いと考えられる
点について、どのように考えるか。

関連御意見：

◼ 被害回復請求に関しては、既に故意によるもの、財産的損害と併せて請求できるものについては
対象になっている。残っているのは故意がなく漏えいしてしまったケースで財産的被害も生じて
いないものになってくるが、どういうものを対象にしようとしているのか。お金もうけのためで
はないと仰っているのは、今そうなっていないことは認識しているが、もし、被害回復請求が、
残った故意でない漏えい事案ということになると、被害が起きていないけれども、きっと精神的
損害があったに違いないといって、何件掛ける幾らといった形で、いろいろな事業者に請求でき
るようになってしまうということが実現してしまうので、事業者としては非常に不安。【新経済
連盟・第４回意見】

◼ 大量少額被害の場合、被害回復のコストが１人ずつだと被害自体を上回ってしまうため個々の被
害者は提訴できない。それが正義にかなっているわけではないと思う。言い方は悪いが泣き寝入
りが広く存在してしまっているという状態。【森構成員・第４回意見】

(1)想定される対象行為と運用
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３ 団体による差止請求制度及び被害回復制度：想定される制度

・個人情報保護法に関連した事案について、適格消費者団体がどのように端緒情報を把握
し、実態を調査し、請求につなげることが可能であると考えられるか。

・消費者からの情報提供、PIO-NET、約款や規約等の内容等の端緒情報をもとに、対応す
ることが有効であるか。

・個人情報保護委員会とどのように連携することが適切であるか。事業者への問い合わせ等
をどのように行い実態を調査することが可能であると考えられるか。

(1)想定される対象行為と運用

関連御意見：

◼ 今までの差止請求の対象は個人、消費者の方の被害相談から、例えば不当勧誘、誇大広告、ある
いは契約条項など、客観的な情報を入手しやすい部分も多い。個人情報保護法の観点でいうと、
事実確認、調査がかなり難しい部分があるのではないか。事業者としてもいろいろ消費者からお
問い合わせや質問をいただくが、こと個人情報に関しては、その消費者が言っていることがまず
事実かどうかをどう確認するところがあり、なかなか確認が難しい。特にフィッシング被害にお
客様側で遭ってしまっているような場合には、確認が難しいこともあり、これを差止請求で対応
しようとしたときにどうやってやるのか。本当に消費者団体の業務としてなじむか。最終的に訴
訟になるものが少ないとしても、その手前の申し入れ活動はお互い大変だったりして、場合に
よっては本当に消費者からの声があるのかと思うようなケースが来てしまったり、何度御説明し
ても細かいところで１～２文字でやり取りが続いてしまったりすることもあると認識。申し入れ
の質を事業活動の改善につなげていくという好循環にするため、この個人情報保護法の分野がな
じむのかというところが疑問。【新経済連盟・第４回意見】
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３ 団体による差止請求制度及び被害回復制度：想定される制度

関連御意見：

◼ 事業者の内部でどのようなことが行われているかということは、消費者は分かるわけがない。そ
こで不安があるとか、もしかしたらこうかもしれないというような御相談があった場合は、それ
を端緒情報として個人情報保護委員会と連携するなり、情報収集をする必要がある。申し入れを
するという段階の前にお問い合わせもしており、外から分からない事情があるかもしれないとい
うような場合には、対象事業者に問い合わせをして、その上でさらに申し入れをするかどうか検
討している。そういう中で検討していくしかない。【全国消費生活相談員協会・第４回意見】

◼ 規約の中で、故意かどうかは分からないが、個人情報保護法をよく理解されていない事業者もた
くさんいる。そういう中で、不当な、本来あってはならないような規約で情報収集をするとか、
不適切な第三者提供をするとか、そういうことを故意ではなくやっている、それを規約に書いて
いるというようなケースも中にはあるのではないか。そうしたものは非常に明確なものであり、
それについては申し入れができる。これについて消費者から現状相談がたくさんあるかというと、
そうではない。個人情報というものに対する認識が非常に低い。今回このような形で検討会が開
かれ、そして、個人情報の重要性がきちんと理解されれば、相談は増えていくのではないか。
【全国消費生活相談員協会・第４回意見】

(1)想定される対象行為と運用
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３ 団体による差止請求制度及び被害回復制度：想定される制度

・適格消費者団体による対応が具体的に想定される事例としてどのようなものが考えられるか。

・差止請求制度について、違反行為により個人の権利利益が侵害されるおそれが高い、利用
停止等請求の対象条文に係る違反行為を対象とすることについてどう考えるか。

・被害回復請求について、個人データの漏えいの場合などが想定されるか。事業者へのインパ
クトをどう考えるか。大量少額被害事案の場合、個々の被害者においては事実上提訴が困
難である現状と比較してどう考えるべきか。

(1)想定される対象行為と運用

関連御意見：

◼ 差止請求は違法なものを止めていただくという話なので、原則として特に義務を限定する必要は
ない。事務局資料では、全体的に緊急命令と利用停止請求、これのアンドを取るという考え方か
と思うが、そんな必要は全くなく、結論的には勧告対象になっている義務規定を差止めの対象に
すればいい。なぜなら、差止めの場合、別にそれで課徴金のようにお金を取られるということは
なくて、違法な行為を止めてくださいと言って、かつそれが裁判所によって確かにこれは違法と
認められた場合に止まるという話なので、事業者側からしても、なるほど違法だったのだと、知
らなかったけれども、分かりましたということで止めればいい。損害賠償などとも連動していな
い。【森構成員・第５回意見】
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３ 団体による差止請求制度及び被害回復制度：想定される制度

関連御意見：

◼ （一部再掲）例えば利用停止請求との関係で、利用停止請求の要件自体が狭いという意見はずっ
と前からあるわけで、私もヒアリングのたびに申し上げているが、JIS Q 15001の基準とも乖離し
ている。利用停止請求がもともと狭い。そして、緊急命令に至っては通常の命令とは違って勧告
を前置しない特別な緊急事態に発動される命令。しかも要件として権利侵害が実際に起こってい
る、権利侵害が差し迫っているではなくて、実際に起こっていることが求められている。そうす
ると、例えば事業者が何かのプランを発表し、発表すること自体はいいことだが、そのときに消
費者がそれを脅威と感じて、それは止めていただきたい、それは個人情報保護法の違反ではなか
ろうかと多くの人が思ったとしても、それはまだ権利侵害が発生していないので、緊急命令と同
じ条件にしてしまうと、それを差し止めるわけにはいかない。ということなので、そこは緊急命
令とか利用停止請求で、それと同じように考えて縛っていくのではなくて、むしろ事実上何でも
かんでも差止請求するみたいなことは正直なところ起こらないと思う。資料中に、複数の適格消
費者団体から意見を聴取したという記載があり、私も幸いに適格消費者団体の弁護士の方からい
ろいろ聞くことができたが、マンパワーに限りがある、これが本当に決定的な事情。違法な個人
情報の取扱いがなされている事案の全てに対応することはできない。多数の苦情が寄せられてい
る等の事情により、優先度の高い案件から優先的に対応することとなり、それによっておのずと
縛りがかかってくる。要するに間口を狭める必要はなく、努力義務とかそういうものが除かれて
いる勧告対象の義務違反について差止めを認めるということでいいのではないか。【森構成員・
第５回意見】

(1)想定される対象行為と運用（つづき）
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３ 団体による差止請求制度及び被害回復制度：想定される制度

関連御意見：

◼ （再掲）規約の中で、故意かどうかは分からないが、個人情報保護法をよく理解されていない事
業者もたくさんいる。そういう中で、不当な、本来あってはならないような規約で情報収集をす
るとか、不適切な第三者提供をするとか、そういうことを故意ではなくやっている、それを規約
に書いているというようなケースも中にはあるのではないか。そうしたものは非常に明確なもの
であり、それについては申し入れができる。これについて消費者から現状相談がたくさんあるか
というと、そうではない。個人情報というものに対する認識が非常に低い。今回このような形で
検討会が開かれ、そして、個人情報の重要性がきちんと理解されれば、相談は増えていくのでは
ないか。【全国消費生活相談員協会・第４回意見】

◼ 被害回復請求に関しては、既に故意によるもの、財産的損害と併せて請求できるものについては
対象になっている。残っているのは故意がなく漏えいしてしまったケースで財産的被害も生じて
いないものになってくるが、どういうものを対象にしようとしているのか。お金もうけのためで
はないと仰っているのは、今そうなっていないことは認識しているが、もし、被害回復請求が、
残った故意でない漏えい事案ということになると、被害が起きていないけれども、きっと精神的
損害があったに違いないといって、何件掛ける幾らといった形で、いろいろな事業者に請求でき
るようになってしまうということが実現してしまうので、事業者としては非常に不安。【新経済
連盟・第４回意見】

(1)想定される対象行為と運用（つづき）
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３ 団体による差止請求制度及び被害回復制度：想定される制度

関連御意見：

◼ 新しいサービスを公表すると、そこ懸念が生じた場合、問い合わせをしてみることとなってしま
うのだと思った。情報漏えいは、故意がなく漏えいしてしまった場合、今は報告や公表をしなく
てはいけないため、最大何件の可能性がありますといったことを公表すると、それでは何件掛け
る幾ら請求しようということになりかねず、それはかなり影響が大きいと思う。【新経済連盟・
第４回意見】

◼ 事業者が、これから行おうとしている事業についてプレスリリースし、それに違和感を覚える人
はたくさんいて、そういうことが差止対象になったりすることはあり得る。特に不適正利用の禁
止、適正取得義務違反など、抽象的な義務規定との関係では、委員会は法執行しないが、消費者
としては、それは個情法に違反しているのではないかと考える場面というのはあり得る。それが
差止の話。被害回復では、情報漏えいが典型的な場面か。現行制度では、なぜか財産的被害が同
一案件で一緒に発生していないと駄目で、つまり慰謝料請求だけだと駄目、あるいは故意がない
と駄目と言われてしまうと、情報漏えいが外れるので、今回は情報漏えいの場合を想定している
ということかと思う。【森構成員・第４回意見】

◼ （再掲）事業者へのインパクトが大きいという点はそのとおりだが、大量少額被害の場合、被害
回復のコストが１人ずつだと被害自体を上回ってしまうため個々の被害者は提訴できない。それ
が正義にかなっているわけではないと思う。言い方は悪いが泣き寝入りが広く存在してしまって
いるという状態。【森構成員・第４回意見】

(1)想定される対象行為と運用（つづき）
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３ 団体による差止請求制度及び被害回復制度：想定される制度

・適格消費者団体が新たな役割を担うこととなる場合には、体制面への支援等が必要である
旨の意見があるが、どのように考えることが適当か。どのように対応することが適当か。

関連御意見：

◼ 特定適格消費者団体の活動を寄附で賄うといってもなかなかそうもいかないと思われる。事業者
へのインパクトが大きいという点はそのとおりだが、大量少額被害の場合、被害回復のコストが
１人ずつだと被害自体を上回ってしまうため個々の被害者は提訴できない。それが正義にかなっ
ているわけではないと思う。言い方は悪いが泣き寝入りが広く存在してしまっているという状態。
被害回復の訴訟を認めれば、特定適格消費者団体にも一定程度の金額は入ってくる。もちろん一
個一個は少額でしかないが、その中で、特定適格消費者団体が２割いただくとか、そうすること
によって一定程度の財源にもなるのではないか。差止請求は全く経済的なことと関係しないため、
被害回復請求を消費者団体が担当するということは、その財源という観点からも意味があるので
はないか。【森構成員・第４回意見】

(1)想定される対象行為と運用（つづき）
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１ はじめに
(1)検討会開催の背景

  (2)意見募集の結果等も踏まえた検討

骨子（イメージ）

２ 課徴金制度について
【検討に係る前提条件】

(1)課徴金制度を検討する立法事実

(2)適正なデータ利活用への影響について

(3)国内他法令における課徴金制度との関係

(4)外国制度との関係

【想定される制度】

(1)想定される対象行為

(2)算定方法

(3)その他

３ 団体による差止請求制度及び被害回復制度について
【検討に係る前提条件】

(1)適格消費者団体の現状、他法令の運用

(2)認定個人情報保護団体との関係

【想定される制度】

(1)想定される対象行為と運用 61



参考資料
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（参考）個人情報保護法における課徴金制度の導入に関するこれまでの経緯

第８節 継続的な検討課題（課徴金制度）
➢ 課徴金制度は、違反行為を行った事業者に経済的不利益を課すことにより、違反行為を事前に抑止することを目的とする

制度である。現行法は、最終的な実効性確保の手段として刑事罰のみを予定しているところ、課徴金制度は、刑事罰の限
界を補完し、規制の実効性確保に資するものである。 

➢ 特に域外適用を受ける外国事業者の違反行為に対しては、国内事業者と同様に法執行を行う必要があるところ、課徴金
制度は、外国事業者に対する有効な法執行手段となり得る。 また、諸外国の個人情報保護法制において、違反行為に
対して、高額の制裁金を課すことによって規制の実効性を確保している例がある。 

➢ 他方、国内他法令における課徴金制度は、不当利得を基準として課徴金を算定している例が多く、我が国の法体系特有
の制約があることから、法制的な課題もある。 課徴金制度の導入については、我が国の法体系、執行の実績と効果、国内
外事業者の実態、国際的な動向を踏まえつつ、引き続き検討を行っていくものとする。 

Ⅳの１（５）罰則等（抜粋）

課徴金制度の導入については、その必要性や制度趣旨等について引き続き検討する。

令和２年個人情報保護法改正
いわゆる３年ごと見直し 制度改正大綱（令和元年12月13日）（抜粋）

平成２７年度個人情報保護法改正
パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱（平成２６年６月２４日）（抜粋）

高度情報通信社会の進展に伴い集積される個人情報の利活用に際し、個人の権利利益の保護を図りながら個人情報の利活用を行うことが、より良い
社会環境の発展のために一層重要な課題になっていることを踏まえ、政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。

➢ 八 違反行為に対する規制の実効性を十分に確保するため、課徴金制度の導入については、我が国他法令における立法事
例や国際的な動向も踏まえつつ引き続き検討を行うこと。

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
（令和２年６月４日参議院内閣委員会）（抜粋）
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（参考）これまでの検討経緯

令和５年

９月27日 「改正個人情報保護法の施行状況について①」公表

10月18日 「改正個人情報保護法の施行状況について②」公表

11月15日 「個人情報保護法 いわゆる３年ごと見直し規定に基づく検討」公表

11月下旬～ 関係団体等ヒアリングを順次実施

令和６年

２月21日 「個人情報保護法 いわゆる３年ごと見直し規定に基づく検討項目」公表

４月上旬～ 有識者ヒアリングを順次実施

6月27日 「中間整理」公表（～7月29日までパブコメ実施）

7月24日 「個人情報保護法のいわゆる３年ごと見直しに関する検討会」の設置 公表
（7月31日第１回会合開催）

9月  4日 「中間整理」に関する意見募集の結果 公表

10月16日 「個人情報保護法のいわゆる３年ごと見直しの検討の充実に向けた視点」公表
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（参考）中間整理：個人の権利救済手段の在り方

⚫ 法の規定に違反する個人情報の取扱いに対する抑止力を強化し、本人に生じた被害の回復の
実効性を高めるという観点からは、適格消費者団体を念頭に置いた、団体による差止請求制度
や被害回復制度の枠組みは有効な選択肢となり得る。

【差止請求制度】
• 法に違反する不当な行為を対象行為とすることを検討すべきである。差止請求の実効的な運
用のためには、次の課題が指摘されている一方で、差止請求は個人の権利利益保護の手段
を多様化する、委員会の監視・監督機能を補完し得るとの指摘もあることから、継続して検討
する必要がある。
✓ 専門性の確保
✓ 端緒情報等の共有・立証等における考慮

【被害回復制度】
• 差止請求制度の課題に加え、個人情報の漏えいに伴う損害賠償請求は極端な少額大量被害
事案となること、立証上の問題があることが課題と考えられることから、更に慎重な検討が必
要である。

⚫ 団体による差止請求や被害回復の枠組みについては、関係団体からのヒアリングにおいて、そ
の導入について強く反対との意見があったところであり、法に違反する行為や不法行為を対象と
する場合であっても、萎縮効果の懸念が示されていることから、事業者の負担と個人の権利利益
の保護とのバランスを踏まえつつ、その導入の必要性を含めて多角的な検討を行う必要がある。

考え方

✓ 報告、監督窓口の一本化
✓ 資金を含む団体への援助
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（参考）中間整理：課徴金制度

⚫ 関係団体からのヒアリングで強い反対意見が示されていることに加え、我が国の他法令におけ
る導入事例や国際的動向、個人の権利利益保護と事業者負担とのバランスを踏まえ、その導
入の必要性を含めて検討する必要がある。

⚫ 課徴金制度を導入する必要があると考えられる場合には、次のような論点を整理する必要があ
る。
• 課徴金賦課の対象となる違法行為類型（現行法の指導・勧告・命令のみでは違反行為により
得た利得が事業者の元に残ることとなり、事業者による個人の権利利益の侵害を効果的に抑
止できないことを前提に、個人データの違法な第三者提供等の違反行為によって不当な利得
を得ている場合や、個人データの漏えい等が発生している可能性を認識したにもかかわらず、
適切な措置を講じることを怠る等の悪質な違反行為により、本来なすべき支払を免れた場合
等について検討することが必要である。）

• 課徴金の算定方法（例えば、個人データを販売することを通じて違法に第三者に提供した場
合については、販売による売上という不当な利益が生じている点に着目することが考えられる。
他方、悪質な安全管理措置義務違反の場合には、本来なすべき支払を免れた結果として、事
業活動から得られる利益が増加している点に着目することが考えられる。）

• 課徴金の最低額の設定、一定の要件を満たした場合の課徴金の加減算等

考え方
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（参考）パブリックコメントにおける主な御意見

◼ 適格消費者団体を念頭においた差止請求や被害回復請求の制度導入に反対。【日本経済団体連合会、新経済連盟、日本損害
保険協会】

◼ そもそも経済界が導入に反対しているのは、これまでの個情委による執行等に対する強い不信感に起因。【日本経済団体連合会】
◼ 差止請求が可能となる要件次第では濫用的に請求がなされるおそれがあり、過度の萎縮効果が発生しかねないから、制度の導入等

を含めて慎重に検討することが必要。【個人】
◼ 適格消費者団体を念頭におく点、団体による差止請求は慎重に議論すべき。被害回復制度に個人情報保護法違反がなじむのか。

【三浦法律事務所】
◼ 個人情報の分野は「法に違反する不当な行為」の外形的判断が困難。関係ない事象で疑いをかけられて差止請求を想定した申し

入れ等が発生すると事業活動に支障。被害回復請求制度は、消費者裁判手続特例法で慰謝料請求が可能であり、その施行状況
を見守るべき。【新経済連盟】

◼ 民間団体による差止請求制度を導入する方向性について検討すること自体には反対しないが、制度の担い手を適格消費者団体と
することは、既存の制度を安易に流用しようとしただけの乱暴な政策論といわざるを得ず、強く反対。日本の適格消費者団体は個人
情報保護法についての専門性がないため、ワークしないであろうことが指摘されており、制度の担い手として適当とは思わない。【個人】

◼ 適格消費者団体による差止請求制度や被害回復制度の枠組みに賛成。【匿名、個人、消費者支援機構福岡】
◼ 適格消費者団体が、個人に代わって差止請求を行う制度を取り入れれば、個人の権利救済に大きく資する。ただ、適格団体による

団体訴訟が実質的に機能するためには、端緒情報の取得や個情委との連携等さらなる論点の検討が必要。【全国消費者生活相談
員協会】

◼ 適格消費者団体を担い手とすることは妥当。単に団体に権限を付与するだけではなく、担い手である団体に対して専門性を確保する
ための措置、個情委が有する端緒情報の共有、団体への活動支援の観点からの資金的援助、慰謝料請求の対象の情報漏えい事
案一般への拡大、事実立証のための事業者保有情報等へのアクセス確保などの条件が満たされることが、制度が機能するためには必
須。【適格消費者団体等14団体】

◼ 適格消費者団体による差し止め制度、特定適格消費者団体による被害回復制度に対する慎重論、反対論については、これまで適
格消費者団体が行ってきた差止め行為や被害回復行為の履歴と組織の現状を鑑みれば、過度の警戒である。濫訴の恐れは、実態
から乖離した空論。【個人】

◼ 適格消費者団体を活用すべき。個人情報保護法違反に対する抑止力が高まる。個々の個人が法的手段を講じることが困難な状
況下においても、専門的知見を有する団体が代わって行動することが可能となり、事業者の法令遵守意識が向上し、個人全体の利
益保護に寄与することが期待される。【主婦連合会、NACS】

◼ 適格消費者団体は、総体として、多数の事業者と交渉ないし訴訟を行った結果、違法な契約条項や勧誘行為の是正を実現してい
る。個情法への導入の際は、権能を実効化すべく、個情委が有する情報のうち、団体訴訟制度の活用に資する情報を提供可能であ
る制度等を設けるべき。【個人】

◼ プライバシーに対する苦情を解決するのは個情委が最も適任であると認識。【Asia Internet Coalition Japan（以下、AICJ）】

２－１－（４）個人の権利救済手段の在り方
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（参考）パブリックコメントにおける主な御意見

◼ データ利活用のさらなる萎縮効果をもたらすため課徴金制度の導入に強く反対。【日本経済団体連合会、新経済連盟、日本損害
保険協会】

◼ 一部の悪質な事案のために全ての事業者を課徴金制度の対象とすることは、事業者にとって大幅なコスト増加と甚大な萎縮効果を
惹起。【日本経済団体連合会】

◼ AIやクラウドなど新たな技術に対して法解釈が必ずしも明確ではない部分が存在する現状において、思いがけず厳しいペナルティを受
ける可能性が生じるとイノベーションを阻害し事業活動が萎縮する。【JEITA】

◼ 課徴金制度の導入は、国内事業者に対して非常に強い萎縮効果を生じさせる懸念があり、導入の要否については極めて慎重に議
論されるべき。導入された場合、サイバー攻撃者に対して身代金を支払う方が経済的合理性があるといった事態をどう避けるか説明し
てほしい。【日本IT団体連盟】

◼ 個人情報の漏えい事故が生じた際に、「必要かつ適切」な措置であったか適切に判断することは困難であり、悪質か否かを適切に評
価することは更に困難。課徴金制度は事業者に対して過度な安全管理措置を求めることになりかねない。安全管理措置の不備に対
する課徴金の適用は控えてほしい。【JEITA】

◼ 不当に得た利益のはきだしという目的に合致するものがあるのか。具体的にどのような事例を指しているか分からず、予見可能性がない。
【新経済連盟】

◼ 現在命令や緊急命令も可能であるが、それらの措置が講じられた事案が少ない中、新たな課徴金制度導入には慎重な議論が必要。
新破産者マップ以外は指導等で改善された現状があるのではないか。現行法の運用における監視・監督権限行使は、秘密保持や手
続的基準が明確ではなく懸念の声がある。課徴金執行のスコープに入るのか否かを判断する手続きを含め、適正さが担保されないと
看過しがたい影響がある。【三浦法律事務所】

◼ 課徴金制度は経済活動を萎縮させる可能性があり、導入には慎重な検討が必要。仮に課徴金制度を導入する場合、明確で透明
性のある要件が必須である。具体的事例（過去に起きた事案の該当性及び該当する場合の課徴金額を明確にするなど）による説
明も併せて発信し、事業者にとって明確に判断できる材料を提供し、安全管理措置義務に対する整備に必要な金額規模が事業者
にとって分かりやすいものにしていただきたい。【全国銀行協会】

２－２－（１）ア 課徴金制度
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（参考）パブリックコメントにおける主な御意見

◼ 課徴金賦課対象となる違法行為類型について、どのような行為が「悪質な違反行為」となるのか予測可能となるよう、その範囲を明確
化すべき(個人データの違法提供で不当な利得を得ている場合、個人データの漏えいが発生している可能性を認識してにもかかわらず
適切な措置を講じることを怠る等の悪質な違反行為により、本来なすべき支払いを免れた場合等）。【ソフトバンク】

◼ 課徴金の対象を違反行為のうち、特に悪質な類型に限定するなど制度設計には慎重な検討を要する。【匿名】

◼ 課徴金制度を導入すべき。悪質性の高い違反行為に対して、現行の行政指導、勧告、命令等の措置のみでは十分な抑止効果を
期待し得ない。個人情報保護法制における課徴金制度の導入の必要性は極めて高い。国際的な法制度の動向を踏まえつつ我が
国においても早急に課徴金制度を導入することが必要。【全国消費者団体連絡会、主婦連合会、NACS、個人】

◼ 現行法の指導・勧告・命令のみでは違反行為により得た利得が事業者の元に残ることとなり、事業者による個人の権利利益の侵害
を効果的に抑止できない。日本の法制度（独禁法、金商法、公認会計士法、景表法、薬機法）上も課徴金制度は広く採用され、
実効性も期待できる。【弁護士有志】

◼ 「関係団体」から強い反対意見が示されたとあるが、個人情報の利活用を適正に進める立場からすれば、違法行為の「やり得」を許さ
ない課徴金制度導入はむしろ積極的に進めるべき。【全大阪消費者団体連絡会】

◼ 課徴金制度に賛成する。現状、勧告・命令が出るまで非常に時間がかかり、かつ、命令に背かないと罰金には至らないという他国と比
べると非常に寛大な措置をとっているといえる。【インターネットイニシアティブ（以下、IIJ）】

◼ 課徴金は重大事案、悪質事案を想定したものであり、事業者は最低でも、自身が行うデータ利活用が重大事案、悪質事案に該当
しないように注意すべき。最低限の慎重さをもってふるまうべきことは事業者に当然求められる「常識的な節度ある行動の期待」であって、
事業者におけるデータ利活用の「萎縮」が生じるものではない。【My Data Japan】

◼ そもそもきちんと対応している企業は課徴金制度があっても何の問題もないと考える。悪意ある企業を減らし、消費者の被害を減らす
観点から、本件は進めるべき。【日本DPO協会事務局】

２－２－（１）ア 課徴金制度
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個人情報保護法のいわゆる３年ごと見直しに関する検討会の開催

個人情報保護委員会（以下「委員会」という。）は、個人情報の保護に関する法律等の一
部を改正する法律（令和２年法律第44号）の附則第10条の規定を踏まえ、令和５年11月か
らいわゆる３年ごと見直しに関する検討を開始し、令和６年６月に、当該時点における委員
会の考え方をまとめた「個人情報保護法 いわゆる３年ごと見直しに係る検討の中間整
理」（以下「中間整理」という。）を公表した。
中間整理の内容を踏まえ、事業者、個人それぞれに与える影響が大きく、今後とも一層
の意見集約作業が必要だと考えられる論点について、様々なステークホルダーとの間で
制度改正の必要性を含めて議論し、具体的な方向性を得ることを目的に、検討・整理を行
うこととする。

1 目 的

２ 検討事項

３ 構成員等

・課徴金制度
・団体による差止請求制度及び被害回復制度
・その他（本検討会における議論の状況等を踏まえ必要と考えられる事項）

※ 別紙（次ページ）のとおり
70



個人情報保護法のいわゆる３年ごと見直しに関する検討会 構成員等

【構成員（五十音順）】

 宍戸 常寿 東京大学大学院法学政治学研究科教授 【座長代理】

清水 涼子 個人情報保護委員会委員 【座長】

中川 丈久 神戸大学大学院法学研究科教授

長田 三紀 情報通信消費者ネットワーク

森 亮二 弁護士法人英知法律事務所弁護士

山本 龍彦 慶應義塾大学大学院法務研究科教授

若目田 光生 株式会社日本総合研究所創発戦略センターシニアスペシャリスト

【関係団体（五十音順）】

主婦連合会

新経済連盟（一般社団法人）

全国消費者団体連絡会（一般社団法人）

全国消費生活相談員協会（公益社団法人）

日本IT団体連盟（一般社団法人）

日本経済団体連合会（一般社団法人）

別 紙
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